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午後１時２７分開会 

○吉田こうじ委員長 それでは、おそろいのようで

すので、ただいまより文教委員会を開会いたしま

す。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 初めに、記録署名員を私から

指名いたします。 

  伊藤委員、長谷川委員、よろしくお願いいたし

ます。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、議案の審査に移ります。 

  （１）第２５号議案 足立区教育ＩＣＴ環境整

備資金積立基金条例を単独議題といたします。 

  それでは執行機関の説明を求めます。 

○教育指導部長 恐れ入ります、文教委員会の議案

説明資料の２ページをお開きください。 

  件名は、足立区教育ＩＣＴ環境整備資金積立基

金条例、こちらの設置になっております。所管部

課名は記載のとおりでございます。 

  項番１でございます。 

  この基金条例の概要でございますが、３ページ

に経費の一覧をお示ししておりますけれども、児

童・生徒用のタブレットをはじめ、教育ＩＣＴ環

境整備、こちら更新がありますと、５年間で１０

０億円という大きな金額が掛かってまいります。

これから継続的に維持、更新経費が必要となりま

すので、設置をするものでございます。 

  これまではこの財源として、義務教育施設建設

等資金積立基金を活用してまいりましたけれども、

このところの建築資材の高騰ですとか人件費の高

騰ということで建設コストがアップしております

ので、このＩＣＴに係る財源を確実に担保するた

めに新たな基金を設置するものでございます。 

  項番２を御覧ください。 

  制定の内容のところのイ、使い道でございます。 

  これまでのタブレット、それから周辺機器の整

備に加えまして、保守運営経費等も対象といたし

たいと考えております。 

  項番３でございます。 

  これまでの義務教育施設建設等資金積立基金条

例につきましては、基金の名称の変更、それから

設置目的から教育ＩＣＴを削除するというような

変更をいたします。こちらの新旧対照表は４ペー

ジに添付しておりますので、後ほど御覧いただけ

ればと思います。 

  最後、項番５でございます。 

  今後の方針、２点上げております。 

  こちらの積立金に関しましては、既に補正予算

案を提出いたしまして、お認めをいただいている

ものでございます。 

  それから二つ目でございます。 

  今後５年間の経費見込みを踏まえまして、残高

が常に２０億円程度残るように目標といたしまし

て、基金の積立て等を考えてまいりたいと思って

おります。 

  私からは以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは何か質疑はございま

すか。 

○たがた直昭委員 確認で幾つかさせていただきた

いと思います。 

  今後のことを鑑みて、今回改めてＩＣＴの積立

基金ということなのですけれども、ここに書いて

あるとおり、今まで義務教育施設積立基金を活用

してきたということなのですけれども、ちなみに

今までどのぐらい取り崩してきたか教えていただ

けますか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 すみません、今までの

取り崩した金額は、今、手元にございませんので、

後ほどお答えさせていただきます。 

○たがた直昭委員 分かりました。そう言われちゃ
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うと、そしたら、ここにＩＣＴ関連経費の一覧と

いうことで、３ページの上段の方に端末、又はア

クセスポイント、又はヘルプデスク等保守と書い

てあるのですけれども、保守運用経費、ヘルプデ

スク、この辺についてもう詳細をお願いします。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 保守運用経費につきま

しては、基本的には新しく買ったときの設計等の

お金、それからあとヘルプデスク等、経常的に掛

かる保守のお金ということの中身になっています。 

  金額的には細かく分かれてないものですから一

件一件の金額は出ないのですけれども、大きく分

けますと設計等のお金で１７億円程度、それから

あと保守のお金で３８億円というような形になっ

ています。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  あと、この表を見る限り、令和６年度から今後

５年間で令和１０年までということで予定が書か

れているのですけれども、令和９年に関しては端

末はゼロなのですけれども、ここは保守点検が９

億円ということで、前後よりちょっと高いという

この辺の理由は何ですか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 令和８年度に端末を６，

０００台買うのですけれども、それの展開、各学

校に配るものが９年度に入ってまたがっての計画

ですので、その設計のお金になっています。 

○たがた直昭委員 最後もう１点だけ。 

  最終的には国庫補助金も若干入るかと思うので

すけれども、そんなには入ってこないということ

は事前に聞いておりますけれども、国庫補助とい

うのは、端末とアクセスポイントと保守に係って

の国庫補助なのか、それともどれかに対しての、

それだけ説明をお願いします。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 この国庫補助につきま

しては、端末に係るもののみになっております。 

○ぬかが和子委員 今の質疑の中での義務教育施設

建設等資金積立基金の取崩し額は、今、分からな

いということだけれども、私の記憶では、この間、

こういったものを入れるときに義務教育基金を取

り崩して使ったのではないのではないかと、その

時々にいろいろ財源が生まれるのではないですか。

義務教育基金を取り崩して使ったというのがあま

りないのではないかと思うのですけれども、どう

ですか。 

○教育指導部長 このＩＣＴ機器のために、やはり

義務教育基金を取り崩しております。それは当初

はこちらが使用目的に入っておりませんでしたけ

れども、これに使うために改めて条例の改正をし

たというふうに認識をしております。 

○ぬかが和子委員 分かりました。そのときに取り

崩したということですね。 

  で、参考ということで出されている令和元年度

から５年度までの経費のところで、当初見込額と、

僅かとはいえども６億５，０００万円、実際の実

績見込みで６億５，０００万円ですか、差が出て

いるというのは、★★。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 大きなものといたしま

しては、子どもたち、教員の使っているタブレッ

ト、まずＷｉｎｄｏｗｓからＣｈｒｏｍｅｂｏｏ

ｋに替えたという部分、それからあとは契約を購

入に変えたものですから、その契約差金が大きな

ものになっています。 

○ぬかが和子委員 タブレットをＷｉｎｄｏｗｓか

らＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋにしたら安くなったとい

うことなのですか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 令和２年度になるので

すけれども、この表の当初見込みをつくったとき

につきましては、子どもたちの４万台についても

Ｗｉｎｄｏｗｓタブレットを想定していたのです

が、その後Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋにということで

変えさせていただいたので、その変更によるもの

になります。 

○ぬかが和子委員 それにしても、当初から言われ

ていたように、５年間で毎回１００億円更新に掛

かるというのは大変な金額だなということでは、
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様々な歳入増と、それから歳出減の努力を基金を

設けたからといってもやっていかなければいけな

いというふうに思うのです。 

  そういう点で歳入増については議会としても、

今、国庫補助金を増額を意見書を上げようという

議論が行われているのですけれども、区としても

強くやはり国庫補助、とりわけ保守経費等々には

国庫補助は適用されない。だから機器そのものに

しか適用されない。そういうことだと本当に微々

たるもので、これでいうと、本当に２割いかない

という、そういうのはとんでもないと思っていま

すので、是非声を上げていっていただきたいので

すが、どうでしょうか。 

○教育長 今、ぬかが委員がおっしゃるように、非

常に多額の経費が継続して掛かるということです

ので、区としてもそうですけれども、教育長会等

も通じて他区と連携しながら国へ要望してまいり

たいというふうに思います。 

○ぬかが和子委員 それと歳出減という点では、当

初はとにかく入れなければいけないということで、

いわゆる競争入札のような形は取っていなかった

のではないかと思うのです。そういうところを工

夫することでも下げられる可能性があるのではな

いかと思うのですが、どうでしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 ぬかが委員おっしゃる

ように、当初Ｗｉｎｄｏｗｓタブレットを入れた

ときにはプロポーザルということではありますけ

れども、入札ではなかったです。その後、子ども

たちのＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを入れるに当たって

は入札にして、契約差金が生まれたと。 

  今後も入札等を使って、そういった差金もどれ

ほどの金額になるか分かりませんが、少しでも削

れるようにしていきたいと思っております。 

○ぬかが和子委員 恐らく、その入札のやり方によ

っても、いいか悪いかは別としても、機器を入れ

ることと保守の部分が付いてくる、若しくはヘル

プデスク等の部分が付いてくるときに、そちらの

方が出るものが大きいということを考えると、機

器の方が下がるというのはよくあることです。そ

ういうことも含めて、歳出減と歳入増という点で

是非しっかり努力していっていただきたいと要望

して終わります。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、次に、各会派から意見を求めます。 

○くじらい実委員 ＧＩＧＡスクール構想に当たっ

て、当初は国からの助成もあったと思います。そ

の中で今後継続していくための国の基金の積立て

というのが大事かなと思いますけれども、引き続

き国庫補助の要望も続けていただきたいというの

も要望しまして、今回可決でお願いします。 

○たがた直昭委員 可決でお願いします。 

○ぬかが和子委員 賛成です。 

○長谷川たかこ委員 可決でお願いします。 

○佐藤あい委員 可決でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 御異議なしと認め、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、（２）第３９号議案 足立区立小学校、

中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

を単独議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○学校運営部長 恐れ入ります、引き続き、文教委

員会の議会説明資料の５ページをお開きください。 

  第３９号議案の説明資料となっております。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  今回、改正をお願いしたい条例に関しましては

条例名どおり、小・中学校の学校医、それから学

校歯科医及び学校薬剤師の公務災害時の補償に関
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する条例となっております。 

  ただし、この中で、婦人補導院に収容された場

合は、休業補償の対象から外すというような条文

が記載がされております。 

  項番２番の改正の理由のところでございますが、

今般、困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律、いわゆる困難女性支援法が施行されたこと

により、この婦人補導院が令和６年４月１日から

廃止となることから条文の文言を削除する必要が

ございまして、今回提案させていただいておりま

す。 

  ３番、主な改正理由ですが、第７条第２項のと

ころの文面を削除すること、そのほか文言整理の

方をさせていただければというふうに考えており

ます。 

  新旧対照表は、６ページ、７ページに付けさせ

ていただいております。 

  施行年月日は、令和６年の４月１日から、今後

の方針ですが、本議案が可決された後、関連する

条例施行規則、必要な改正を行いたいと思ってお

ります。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 何か質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見を求めます。 

○くじらい実委員 可決でお願いします。 

○たがた直昭委員 可決でお願いします。 

○ぬかが和子委員 賛成です。 

○長谷川たかこ委員 可決でお願いします。 

○佐藤あい委員 可決でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

  次に、（３）議員提出第２号議案 足立区育英

資金条例の一部を改正する条例を単独議題といた

します。 

  なお、委員の皆様にあらかじめ申し上げます。 

  議員提出議案に対する質問につきましては、提

出者に対する質問に限りまして、執行機関に対し

て質問することは御遠慮いただきたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、提案理由の説明を求めますが、本議

案は本会議で十分説明されていますので、簡明に

お願いいたします。 

○ぬかが和子委員 ただいま議題となりました議員

提出第２号議案について、本会議で触れなかった

部分を中心に提案理由を御説明申し上げます。 

  足立区の奨学金と返済支援助成は、多くの若者

が利用したくても利用できない状況を改善したい、

どうしたら多くの人が利用できるようになるかと、

ほかの自治体を研究し、三つの改善をしたいと思

いました。 

  一つは、今の全額給付の奨学金の４０人枠を増

やすことですが、一定数の人数増はできますが、

全ての学生に適用することは困難です。 

  そこで二つ目に、全額ではないものの、多くの

方が利用できる給付型奨学金を並立させることで

す。 

  三つ目は、１００万円を上限にした返済支援助

成を拡充する、今、働きながら返している若者に

適用することです。 

  足立区の奨学金や返済支援についてのほとんど

が規則や要綱で詳細を定めている中、この三つ目

だけは現在の条例の目的を変えなければできない

ため、条例提案に至りました。私たちの周りでも、

学生支援機構の返済型奨学金を働きながら必死で

返している若者が多く、中には生まれ育った足立

に定住したかったけれども、返済と家賃の負担か

ら、やむを得ず埼玉県に居住した若者も多く、返
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済支援の要件緩和は半年前から求め続け、区も検

討すると答弁されました。 

  本日の文教委員会の報告事項にもありますよう

に、現在も区も検討中ですが、一刻も早く改善し

て若者に届けたいと考えました。区は、働いてい

る若者に１００万円支援をすると課税対象になる

などと検討中の課題として挙げていましたが、こ

れは本会議の提案理由説明で申し上げたとおりに

対応すれば解決できます。足立区の学生、若者の

夢と未来を応援する、住み続けるなら足立区にと

思える２３区で名実ともに一番優れた奨学金制度

とするために、是非御賛同くださいますことをお

願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 ありがとうございます。 

  それでは、質疑はございますか。 

○たがた直昭委員 今の提案者の共産党に、二、三

確認の意味で聞かせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  本会議で提案理由の中で最後の方に、本条例が

可決され規則等も整備すれば、現在の対象人数の

合計が１２０から７００名へと大きく広げ、若者

を応援することができますと、一応提案理由を言

われていたのですけれども、私の方で事前に学務

課に確認したところ、足立区の育英資金に関して

の貸付けや返済中の方は４６０名ということで伺

いましたが、この１２０から７００名の人数の根

拠をお願いします。 

○ぬかが和子委員 一つは、返済支援助成なのです

けれども、これは今現在は足立区は区の育英資金

を借りている人だけでなく、学生支援機構でお金

を借りている人も返済支援の助成の対象にしてお

ります。そういうことでは、かなり幅広い方々を

もともと対象としていると。そして、実はこの返

済支援の助成制度を考えるに当たって、他の自治

体の制度を参考にさせていただきました。返済支

援については、他の自治体というよりは、今、足

立区がこれから、この後卒業する人たちに対して

は８０名という枠で設けているので、返済支援助

成についてはこれは８０名、卒業後に申請しても

同じだけからスタートしようということで考えま

した。 

  一方の要綱等を整備すればと申し上げた全額で

はない給付型というのは、愛知県のみよし市とい

うところを参考にしまして、何でここを参考にし

たかと言いますと、審査じゃなくて要件を満たし

ていれば、みんな該当すればオーケーよというや

り方になっているのです。つまり３．５以上で一

定の所得基準以下という方は申請してくだされば、

それが事実のとおりであれば給付をしましょうと、

月額、本当に少なくて１万２，０００なのですけ

れども、だから年間でいうと１４万円ぐらいなの

ですけれども、でも一助にはなるというふうに思

っていまして、この愛知県のみよし市の人口対比

で考えたときに大体足立の１０分の１なのです。

１０分の１の人口で５０人ぐらいなために、足立

区はこの１０倍あるということで５００人の枠と

いうことで考えました。そうしますと、５００人

と８０人と、既存の８０人と４０名と、これらを

合わせますと先ほど申し上げた７００名になると

いうことで出させていただきました。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  まず、数字の根拠だけ確認させていただきます。 

  また提案理由の中で、社会に貢献する人材を育

成することを目的とするとあり、卒業後の若者が

支援を受けられる規定にはなっていませんと、そ

ういうふうに書いてあるのですけれども、ここを

もう１回改めて説明をお願いします。 

○ぬかが和子委員 条例の最初に、今の条例下でこ

れができるかどうかというのを検討していったり、

法規に問い合わせたり、いろいろしてみたのです。 

  ところが、この条例そのものが学生を対象とし

た条例になっていると。ですから、もう既に社会

人になっている人に、この目的のままだと条例が

適用できないと。つまり目的で誰に対しというと
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ころで、もともとの現在の条例だと進学又は修学

が困難な者に対し助成することによりというふう

になってしまっているのです。 

  で、もっと厳密に言うと、今の返済支援助成の

ためにもこれは条例改正した方がいいのかなとい

うふうに思っているのですが、そこに、この就学

のために貸与を受けた額の返済により経済的困難

な状況である者と、これを目的として付け加える

ことによって、社会人になってからでも申請をし

て、この返済支援を受けるということができると

いうふうに考えました。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  要するに、進学、修業というよりも、また社会

人のための生活支援や福祉的な支援の要素も含ん

でいるというふうに私は解釈をさせていただきま

す。 

  あと提案理由の中で、最後、「例えば奨学金か

ら漏れた方を救済し、幅広く若者を応援すべきと

考えます」、これについては条例改正をしなくて

も規則や要綱の整備で実施できるものであり、区

の実施を強く求めるものでありますということな

のですけれども、条例改正しなくても要綱だけで

もできますよということなのですけれども、そう

いう解釈で改めてよろしいですか。 

○ぬかが和子委員 つまり社会人の返済の部分だけ

はどうやっても条例改正しないとできないと思い

ますけれども、それ以外はもっと言うと条例を直

して改正することで今の奨学金制度を改善できる

項目があるのかということを見て言ったのです。

そうしますと、今の条例そのものには金額とか、

そういう条件というのは書かれていないと、全部

要綱規則で定められていると。逆に返せば、いわ

ゆる返済支援助成の拡充以外の部分は、つまり今

回条例提案している以外の部分、奨学金制度の拡

充そのものは今の条例のままでもできるというこ

とです。 

○たがた直昭委員 分かりました。ありがとうござ

います。 

  最後もう１点だけ、今現在、当然学務課が所管

になっておりますけれども、最終的に若者就労、

卒業した若者を応援するということに関しては、

最終的には所管をあだち未来支援室へ実施させる

べきだということで、では完全に学務から未来支

援室に替えろということで解釈してよろしいです

か。 

○ぬかが和子委員 実は、この条例案を本当に若者

に、今、返している若者を適用するという議論を

所管課ともさせていただいたときにも言われたの

だけれども、そうなると教育委員会の範疇からは

超えてしまいますという、現在もそうなのです。

今、返している若者への返済支援助成の部分とい

うのは、やっぱりどう考えても、あだち未来支援

室で総合的に支援するべきものだというふうに考

えまして、もちろん最終的なここについては条例

事項ではないので決めるのは執行機関側ですけれ

ども、そうするべきだというふうに考えて提案理

由説明の中で申し上げました。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○くじらい実委員 今、たがた委員からも質問があ

りましたので、なるべくかぶらないようにお聞き

したいと思うのですが、私も事前に執行機関の方

に区の現状確認のために２点ほど質問しておりま

して、一つは実際に経済的困難な状況にある方は

いると思うのですけれども、返済支援助成のほか

に、返済中の方への支援策というのが何かないの

ですかというのを学務課の方にも聞きましたとこ

ろ、現在検討している返済中の方への支援は卒業

後の期間や年収と対象を絞って補助をする方向で、

育英資金検討委員会においてお諮りをしたいと考

えておりまして、その場合は育英資金条例とは切

離して要綱等で対応したいと考えているというこ

とでした。 

  その中で要綱等で対応したいというお答えだっ

たので、これに関してはなぜ条例じゃなくて要綱
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にするのかその理由についてお伺いしたところ、

社会人への返済支援ということで今後の社会情勢

や課題を反映しやすいよう要綱で対応し、見直し

等にも柔軟に対応していきたい、また少なくとも

令和６年度中には方向性を決定し、報告したいと

考えているというお答えだったのですが、先ほど

たがた委員からも質問ありまして、今回、提案理

由説明の中で条例改正しなくても規則や要綱の整

備で実施できるものでもあり、この実施を強く求

めているものですという一文に関しては、これは

返済の方じゃなくて給付型のということでよろし

いですね。 

○ぬかが和子委員 おっしゃるとおりです。給付型

の方は条例改正は必要ないということで、今回の

条例案の中では、ここは条例改正の外の話だけれ

ども、一緒にということで話をさせていただいて

いました。 

○くじらい実委員 提案理由の中で、経済的困難な

状況である者という一文が入っているのですけれ

ども、この経済的困難な状況である者というのは、

何か具体的に線引きとかというのはどういう形で

考えているのでしょうか。 

○ぬかが和子委員 一応考えさせていただきまして、

返済支援の方は一定の所得制限、それから基本的

には区の今の、現在これから卒業するという学生

に対しての返済支援助成と同じように私たちは考

えていました。 

  例えば、その中では定住促進ということで、２

年以上住民税を払っているとか、いろいろな条件

を区の方で付けて、今、１００万円の返済支援助

成を卒業する前であれば申請ができると。これを

同じように卒業後でも同じ条件で申請をできるよ

うにしようじゃないかということや、それから他

の自治体の返済支援助成というのは、一括１００

万円というやり方をしないところが多いのですけ

れども、それにしてもいろいろ条件はやはり定め

ていまして、例えば年齢制限、つまり際限なくと

いうことではなくて１回の１００万円というやり

方を踏襲するのだけれども、例えば３０歳とか、

そういうことも考えてはおります。 

  ただ、今回の条例はそこまで規定しているもの

ではなくて、それは条例が可決されて、若い、い

わゆる働きながらこの給付金を受けるということ

が道理があるものにした後に、詳細を議論して決

めていけばいいのではないかというふうにも考え

ております。 

○くじらい実委員 経済的困難な状況という方に関

しては所得制限を設定するということと、ほかの

自治体の話で年齢制限は３０歳ぐらいという話が

あるのですが、これは要綱等条例が決まった後に

話せばいいということなのですが、実際条例改正

という話になると、その辺も話をしておかなきゃ

いけないのかなという部分なのですけれども、こ

れは何度も同じ質疑になってしまってあれなので

最後の質問にさせていただきますけれども、今ま

で返済している方々と今後支援する方の不公平感

というところの部分で、例えば我々、私、今、４

５で伊藤委員も同い年でちょうど就職難の氷河期

世代という世代なのです。執行機関の方には確認

すればよかったのですけれども、現在、返済して

いる方の中で４５を超えてまで５０歳ぐらいまで、

その方５０歳の方々も恐らく氷河期世代だと思う

のですけれども、そういう方々は現在払っていま

すよという方、もしかしたら中にはいらっしゃる

かもしれない。なかなか正社員になれなくて、就

職難で厳しい時代だったのですけれども、現在、

足立区だけじゃなくて２３区の職員においても氷

河期世代をターゲットにした常勤職員の募集とい

うのも実際行っているわけなので、そんな中で実

際にはもう払い終わった方、奨学金を全額返済し

てきた方もいらっしゃると思うのです。そういう

方も多数いる中で、実際には若い方の中でも大変

な方はいると思います。 

  そういうことを重々承知した上でなんですけれ
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ども、やはり全額返済している方々からすると、

今後の支援の仕方というのが条例で改正となった

ときに、ちょっと不公平感が生じてしまう気がす

るのですけれども、それについてはいかがでしょ

うか。 

○ぬかが和子委員 どんな制度、新しく制度を改善

するときも、そういった議論はあると思います。

学校給食の無償化を私たち自分の子どもたちの世

代では何ひとつ受けられなかった。子どもの医療

費助成もごく一部しか受けられなかった。非常に

不公平感があると言えばそうなってしまうと思う

のですけれども、やっぱり時代が進む中で、本当

にそういう人たちを幅広く応援するようになって

きたという、そういう中の一つだと私は考えてお

ります。 

  あわせて申し上げますと、繰り返しになります

けれども、法的にこの条例によって卒業した若者

が返済支援を受けられるようにするということを

保障するというのが今回の条例改正の内容なので、

詳細に、今、くじらい委員がおっしゃったように、

就職氷河期どうするのだとか、それからいろいろ

な条件があると思うのです。それは本当に更に要

綱ですのでその中で議論していって、どんどんい

いものにしていけばいいと。ただ、スタートライ

ンとしてきちんと条例に位置付けて、卒業した人

がそういう返済支援を受けられるようにすると、

まずここが根幹としてなければ駄目だということ

だと思っています。 

○くじらい実委員 これ最後にしますけれども、冒

頭言いました執行機関の方では、区の方でもその

要綱で対応するということは検討中だということ

だったのですが、条例改正ということで出してい

ただいていますけれども、そこについてはいかが、

考えを伺ってもいいですか。 

○ぬかが和子委員 今回の条例案を検討させていた

だくときに、いわゆる教育委員会の方は実際の制

度の仕組み等々のやり取りをさせていただいたの

ですが、併せて法規の方ともやり取りをさせてい

ただきました。その結果として、やはり、今、働

いている人に育英資金条例を適用させるのは目的

が違うから無理があるよということを言われたの

です。それで、では条例をこの目的の部分を変え

た方がいいと。恐らく本当に法的にきちんとやろ

うとすると、足立区がこれから改善しようとして

もこの条例を変えないと非常にそごが出るという

可能性があると私は思っております。 

  以上です 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、それでは各会派から意見を求めます。 

○くじらい実委員 いろいろ質問させていただきま

したけれども、今回の現在の育英資金の条例、目

的、経済的理由で大学や高等学校等に進学又は就

学が困難な方への対応等による支援を行うという

ことでありまして、改正案では返済により経済的

困難な状況である者というもの、すなわち卒業後

の社会人を対象とするというものが入ることにな

るのですけれども、そうすると本来学業支援とい

うところが本来の目的とする育英資金条例の本質

的目的とちょっと方向性がずれてしまうのではな

いかというところを一つ危惧しているところでご

ざいます。 

  また、今後区の方で社会人への返済支援として

の要綱での対応を考えているということですので、

今回提出議案ではなく今後の区の要綱制定につい

て対応すべきだと考えますので、今議案、否決と

させていただきます。 

○たがた直昭委員 先ほども、るるありましたけれ

ども、区としては今後社会状況や課題を反映しや

すいよう要綱で対応し、見直し等にも柔軟に対応

していきたいと言っておりますので、まずは要綱

をしっかりと考えていただきたいと思いますので、

まず条例よりも要綱ということで、今回、私も否
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決ということでお願いします。 

○長谷川たかこ委員 いろいろ、今、議論を聞いて

いて、共産党のお考えとかも一理あるなと共感す

る部分もとてもあるのですけれども、ただ要綱の

部分で区としても、今、検討しているというとこ

ろもあり、私としても共産党のお考えは本当に共

感はできるのですけれども今回は否決とさせてい

ただき、また私どもの会派もいろいろと勉強させ

ていただきたいと思っております。 

○佐藤あい委員 卒業後の方に対しても支援をして

いくというところについては今後行っていくべき、

行っていただきたいというところではありますけ

れども、その中で要綱で対応ができる可能性があ

るというところで検討いただいているということ

でございますので、まずそちらで御検討をいただ

きたいと考えております。 

  今後検討していく中で、また問題点等があると

いうことであれば、また議論をしていければと思

いますので、この点では否決でお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 それでは、これより採決をい

たします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手少数であります。よって、

否決すべきものと決定をいたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 それでは、ここで、委員長よ

り一言お願いがございます。 

  請願・陳情７件、報告事項１９件と議論しなく

てはいけない内容が盛りだくさんでございますの

で、どうぞ、質問、また、それに対するお答えの

方も簡明にしていただきますようお願い申し上げ

ます。 

  次に、請願・陳情の審査に移ります。 

  初めに、（１）５受理番号１１ 小学校図書館

の司書を中学同様に直接雇用に切り替え、週５日

配置することを求める陳情を単独議題といたしま

す。 

  前回は継続審査であります。 

  最初に、追加署名の提出がありましたので、区

議会事務局次長から報告をお願いします。 

○区議会事務局次長 本陳情につきましては、３月

７日付で４１名の追加署名の提出があり、合計で

２，１２２名になりましたので報告いたします。 

○吉田こうじ委員長 執行機関は何か変化はござい

ますか。 

○教育政策課長 ２月の２１日にＴＲＣの本社ビル

に参りまして、小学校の学校図書館支援員の研修

の様子を見てまいりました。本を紹介し合うとい

うことでグループディスカッションしておりまし

たけれども、学校図書館スーパーバイザーも非常

に面白い研修をやっていて、いいなということを

言っておりました。年度が替わりましたら逆にこ

ちらからまた出向いて、足立区の方針なんかを説

明する場も設けさせていただけるようなこともお

願いしてまいりましたので、引き続き協力体制の

下で進めてまいります。 

  また、今年度３回目の地区別連絡会ということ

で中学校の司書、今年３回目の連絡会をやりまし

て、それぞれの４ブロックで分けているのですけ

れども、研究テーマ、取り組んだ結果をまとめた

ところです。３月の１２日に司書研修、今年度３

回目をやりまして、それぞれの地区別で取り組ん

だテーマを発表し、共有し合ったといったところ

でございます。 

  また、来年度の小学校の図書館支援員の配置状

況につきましては、あと残り４校は具体的にこの

学校はこの人ということで定まってはいないとい
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うことでございましたけれども、広く学校図書館

支援をやっている中で、いろいろな人員配置をし

ながら、最後は４月に向けては間違いなく、そこ

は★★して配置できると言っておりますので、そ

こは安心してくださいというふうに言われてござ

います。 

  以上です。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありますか。 

○ぬかが和子委員 今、御説明いただいてありがと

うございます。本当に二、三年前とは全然違って、

本当に頑張ってくださっているというふうに思っ

ています。 

  今、小学校の配置、残り４５校中４校というお

話しあったのですけれども、決まっているところ

も含めて掛け持ちとか、いわゆる４日だから２日

ずつみたいなことになってほしくないのですけれ

ども、つまり継続性が欠けるような在り方という

のは、たしかこの前の事例であったと思うのです

けれども、なってほしくないのですけれども、そ

の辺はどうでしょうか。 

○教育政策課長 現時点で何校何割ということでは

ないのですが、それは恐らく発生せざるを得ない

のかなというふうに考えております。 

  まだ週４日に拡充する学校についても週４日に

延ばしていただけるのか、又は週４日の★★、そ

こに持っていくのかとか、その辺も含めて、今、

調整中ということでございました。 

○ぬかが和子委員 それから、後で報告事項で出て

くる図書館利活用プランを見たときに、これをＰ

ＤＣＡで回しながら、いろいろ検証していくとい

うときに、これ誰がやるのだろうと思ったのです。

つまり通常現場の教育分野であれば教師、主幹と

かいろいろな方がいらっしゃる、正規の職員の方

がいらっしゃるわけです。だけれども、せっかく

いいプランを、プランそのものの議論はこの後で

すけれども、いいプランをもってやっていっても、

このＰＤＣＲを回して検証するのは学校というこ

とになっています。そうすると誰が実際にこれを

検証しながら進めるという立場に立つのかという

のをお伺いしたいのですが。 

○教育政策課長 まず学校図書館長は校長です。な

ので、これは先日の校長会で示しておりますけれ

ども、まず校長がそれぞれの学校図書館計画を毎

年立てておりますので、そのＰＤＣＡを回す中で、

これをプランを意識しながら学校の中で推進して

もらいたいというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 確かに学校図書館長は学校長だ

というのは、もう十分承知しているのです。ただ、

実際に現場で携わる方々が本当に継続性や何かを

持ってやっていくということが、これからますま

す求められていくのではないかと思うのです。そ

うしないと、検証していくとか継続的な取組をし

ていくというのに校長が図書館に常時いるわけじ

ゃないわけで、なかなか難しいです。その点では

そういう継続性とか、そういうことというのは必

要なんじゃないかと思うのですが、どうですか。 

○教育政策課長 校長がリーダーシップを持って回

していくわけですけれども、それぞれの学校には

司書教諭、資格は持っていなくても図書館担当教

員ということで全校配置しておりますので、その

者が中心となって司書（支援員）と連携を取りな

がら打合せの時間も設けておりますので、そうい

った中でＰＤＣＡを回していければと考えており

ます。 

○ぬかが和子委員 だから、そういう点でも中学校

はまだ会計年度任用職員で学校図書館司書という

ことでいるわけです。だから、司書教諭と言って

も司書教諭、ほかの担任も持っていれば、いろい

ろやっているわけで、なかなかそこだけに終始で

きないというのは昔からそうなわけです、それ専

門の教諭がいるわけではないわけなので。そう考

えたときに、やっぱりそこに正規、いわゆる常勤

ではないにしても区の職員である会計年度任用職
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員がまだ中学校はいるわけです。だから連携を取

ってそういうＰＤＣＡを回すということは、やり

やすいと思うのです。小学校もそういうふうにし

ていかなきゃいけないのではないかと思っている

のですが、どうですか。 

○教育政策課長 毎回同じ答弁で申し訳ありません

が、まずは週４日という形で、雇用形態はともか

くとして学校に常にいられる形に近い形態での配

置を目指しておりますので、まずはそこをお待ち

いただきたいというふうに考えておりますので、

当然その後、どういう雇用形態にしていくかとい

うのは次の検討課題として重々承知しております

が、まずは、今、事業者と連携しながら確実に３

年間での週４日全校配置を目指してまいります。 

○ぬかが和子委員 それは重々分かっているし、こ

の２年目、３年目を見守ってもいきたいと。３年

目、つまり来年度になったら次に向けての検討も

していっていただきたいと、そうしないと後から

では結局今までと同じやり方を踏襲するという話

になってしまいますから、もう来年は次が３年目

で全校配置になる年の前の年ですから、その頃か

ら検討や準備も考えていってはいただきたいとは

思っていますが、私が質問したのは要は一方で利

活用推進プランの策定というのをして、ＰＤＣＡ

を回すのは中学校だけでなくて小学校もやらなき

ゃならないわけです。そうしたときに、やはり図

書館業務に当たる人が従事者が非正規でもいいか

ら職員の方がいるというのと、いないのでは全然

違うだろうというふうにも思ってしまうのです。

それは同じ答弁になるかもしれませんけれども、

そういう点でも今後の在り方というのは考えなき

ゃいけないし、もっと言うと、校長がやるのだと

言って小学校で、スーパーバイザーは外から来る、

巡回はするけれども、ふだん常時いるのは、この

株式会社図書館流通センターの派遣の職員しかい

ない中で誰がそれを本当にチェックするのだろう

というのは、さっきの話を聞いていてもやはり司

書だ、校長だと建前上は分かるけれども本当に回

せるのかなと、小学校で実効性ある本当にいい推

進をこのプランを進めていくということにするた

めにも今後の方向を考えていっていただきたいと

いうことを要望して、質疑を終わります。 

○吉田こうじ委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは各会派の意見をお願いいたします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 採択でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 前回同様、採択でお願いしま

す。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  次に、（２）５受理番号１２ 有効ないじめ対

策の実施を求める請願を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  また、報告事項（７）足立区立辰沼小学校にお

けるいじめ防止対策についてが本請願と関連して

おりますので、併せて説明をお願いいたします。 

○教育指導部長 恐れ入ります、文教委員会の報告

資料１４ページをお開きください。 

  足立区立辰沼小学校におけるいじめ防止対策に

ついて、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  この委員会の中でも度々辰沼小学校の取組につ

いて、御議論いただいているところでございます。 

  項番１でございますが、辰沼小学校におけるい

じめ防止の取組、現在も続いております。平成２

４年から続いておりまして、児童の主体的ないじ

め防止活動としてキッズレスキューを発足してお
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ります。令和５年度は全校児童５４５名のうち４

００人が所属ということで、かなり多くの児童が

ここに関わっております。 

  （３）のところ、主な具体的な取組のところを

御覧ください。 

  幾つかございます、児童朝会での意識付け、こ

れは合い言葉をその中で読み上げたり、児童によ

る防止パレード、これパトロールの実施、こちら

は現在は週１回実施をしているということでござ

います。辰野しぐさの奨励、それから様々なイベ

ントの実施、キャラクターを活用したキャンペー

ンの実施などを行っております。 

  次のページ、１５ページでございます。 

  キのところで、思いやり報告箱の設置、こうい

ったところで友達のよさを認め合う、こういった

取組もしております。 

  項番２でございます。今後の方針でございます

けれども、こういった辰沼小学校の実践例を生活

指導担当者連絡会等で共有をいたしまして、他校

での実践、主体的な取組等もその中で共有をした

いというふうに思います。 

  それから来年度につきましては、それぞれいじ

め防止に関する取組を共有するような場、それか

ら児童・生徒による主体的な取組が進むような話

合いの機会を設けたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 以前、十数年前に、第７ブロ

ックでいじめサミットというのを行われていまし

て、この文教委員会でも御報告をいただいている

ところではあるのですが、いつの間にかなくなっ

てしまったというところがあるのですけれども、

第７ブロックのいじめサミットは、何年ぐらい行

われましたでしょうか。 

○教育指導部長 今現在、そのデータはございませ

ん。後ほど確認をいたしまして御報告させていた

だきます。 

○長谷川たかこ委員 文教委員会で、私もそのとき

メンバーだったので、とてもきちんとした取組を

されていらっしゃるなというところで感心をして

いたところなのですが、仲野先生もおっしゃるの

ですが、一生懸命辰沼小学校が盛り上げてやると、

そこで何だか全部足立区が全て浸透しているかの

ようなマスコミの報道があったりとか、足立区の

教育委員会の方も、それで何か安心をしてしまっ

ているようだというところで懸念をされておりま

した。これをずっと継続することと、ここを発信

として足立区全域に広げていかなきゃいけないと

思うのです。そこが、だんだん途絶えてきてしま

っているところで、また私がお話をさせていただ

いて、またこういう形で明らかにしていただいて

いるのかなと思う次第です。 

  あした、ちょうど皆様に資料お渡しさせていた

だきましたが、仲野先生はじめ有識者の方々が学

校総合危機管理研究会というのを開く予定です。

皆様、御興味があったらマスコミでも報道されて

いるので、オンラインでも参加できますので是非

見ていただければと思います。 

  ここの部分で、いじめた側に対する対応という

のが全国的にも欠けているのだと。もちろん足立

区の方でも子どもたちの安心安全という部分では、

いじめというと被害者の対応だけれども、被害者

だけでなく車の両輪で加害者の対応もきちっと支

援をしていかなければ、元からきちんと正してい

かないと、そこは消滅しないのだよということを

おっしゃっておられました。 

  確かに私も今までいじめ被害、それからいじめ

を起因とした不登校についても、いろいろ相談を

受けているところです。何年もたってもう終わっ

たかと思っていたら、数年後にまた同じ方から御

相談があって、フラッシュバックでまた子どもが

行けなくなっているとか、学校側が対応してくれ
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てないのですという、その案件が１件だけじゃな

く複数あるのです。 

  ですから、やはり加害者に対する支援というの

も車の両輪と同じようにやっていかなきゃいけな

いと感じております。この間の予算審議の部分で

も提案をさせていただきましたが、今後そこの部

分のてこ入れというのはしていただけるというこ

とでよろしいでしょうか。 

○教育指導課長 まず、今の区の中でのいじめの認

識の部分なのですけれども、以前に比べるとやっ

ぱり早期発見、早期解決というところで、かなり

学校も一覧表をつくって個票をつくったりという

ことで後追いをしている状況ですので、決して意

識が薄れているというふうには感じておりません。 

  続きまして、加害者の支援というところなので

すけれども、これは実はかなりセンシティブなと

ころもあって、本当に被害者と同じか、それ以上

に支援を入れなきゃいけない場合というのは多々

あります。これについては、以前もどこかでお話

ししたのですけれども、少年センターであったり

とか、練馬の少年鑑別所の心理士に手伝ってもら

ったりとか、様々なところで協力いただいていま

す。ここ数年で増えているのが、被害者が訴える

ことに対して加害者が非常に反応して、被害者に

対して攻撃をしてくるという場面も実は見られま

す。そういうときには、やはり加害の保護者に対

しても必要な支援をしていきますし、そこは学校

の中でしっかり話ができるような環境をつくった

りとか様々やっております。 

  なので、加害に対してもしっかり、今、支援の

手を入れているというところは御承知おきいただ

ければというふうに思っております。 

○長谷川たかこ委員 多分、現在進行形なのだと思

うのです。だから、被害者の親御さんからいつま

でたっても相談が終わらないというところがある

ので、是非そこの加害者の部分を意識していただ

きたいと思います。 

  今回スクールローヤーが来年度から入りますの

で、是非これは仲野先生の御要望でもあるのです

けれども、解決する機関が必要だと、ただ国にも

足立区にもそのような機関はないので、足立区と

して解決する組織をつくる考えはないですかとい

うことで教育長にこの間御答弁していただきまし

たが、もう一度再度お願いいたします。 

○教育長 今、御質問いただいたように、来年度初

めてスクールローヤーということで、１校に１人

を置けるということではありませんけれども、そ

の中で具体的に問題を解決していきたいと思いま

す。そういう中で、弁護士、区の職員、あとはま

たＳＳＷであったり、スクールカウンセラーであ

ったり、いろいろな機関の方が関わる形になると

思いますので、どういう形がいいのかというのは

その中で少し検討させていただければなというふ

うに思っております。 

○長谷川たかこ委員 その中に、いろいろとそれだ

けの知見のある有識者の方であったりとか、あと

海外でどういうふうな活動されているかというと

ころも是非入れていただきたいと思っております。

知見の豊富なスクールカウンセラーなども、是非

足立区の中だけに限らず他自治体の方々のお話な

ども取り入れながら、足立区としての組織を是非

つくっていただければと思いますので、要望です。

よろしくお願いいたします。 

○ぬかが和子委員 私もこの報告資料の方で質問さ

せていただきます。 

  目的のところの児童の自治能力を多々高めるこ

とで、いじめの未然防止に努めると、これ本当に

大事なことだなというふうに思っているのですが、

この報告で言われているような、例えば生活指導

担当者連絡会、区立の小・中学校の担当者はこの

辺についてはどう受け止められているのでしょう

か。 

○教育指導課長 やはり自治能力といいますか、子

どもたちが主体的にいじめに対して真剣に考えて
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相手のことを思いやるというところにしっかり届

くような指導というか生活指導の在り方というの

を各学校が考えているかということになると、差

はあります。当然学校の中でも差がありますし、

担当の生活指導主任の中にも差があります。 

  ただ、中にはとてもよく考えていて行動してい

る学校もあり、生活指導主任もあるので、そうい

う取組をしっかり周知をして中で共有させるとい

うことが大事かなと思って、まだまだ足りないと

ころはありますので、そこはしっかりやっていき

たいというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 前回も若干申し上げたように、

確かに仲野先生も言われているのは、いわゆるＴ

ＫＲをつくるかどうかということじゃない、キッ

ズレスキューをつくるかどうかということじゃな

くて、一番の肝は校長先生自身が子どもたちに、

「いじめ、どうしたらなくなると思う、どう」と

問い掛けて、子どもたちが知恵を出し合って、こ

うしようと、ああしようと、それを大事にすると、

そこが自治だと思うのです。だからそういう精神

をしっかり、各ほかの学校にも肝の部分を届けて

いただきたいのですが、もう一度どうでしょうか。 

○教育長 私も辰沼小学校に行きまして、発足当時

のお子さん方のビデオ映像があったのをちょっと

見たのですけれども、その中で子どもたちが本当

に主体的に、今、活動してきたけれども、これを

次の世代につなげていくためにはどうしたらいい

のだろうということを真剣に話し合っているので

す。だからそういう意味では、今、ぬかが委員が

おっしゃったように、子どもたち自身がいじめを

なくしていこうということをどうやって広めてつ

なげていくのかということをやはり学校の中で根

付かせていくというのが大事だと思いますので、

そういう部分を含めて中心に各学校へも広げてい

きたいというふうに思います。 

○ぬかが和子委員 それで、幾つか共通してこの中

で出されているところに、友達から言われて、さ

れてうれしかったこと、これを調査して例えば放

送で発表するとか、紹介し合うとか、報告箱を設

置してよさを認め合うとか、やっぱり相手を尊重

できる、認め合える、それがいいことだし、そう

いう気風ができているというのは非常に確かにい

じめが起きにくいというふうに思っているのです。

そういう点では、ほかの学校でも確かに部分的に

はやっていると思うのです。 

  私の地元の栗原北小学校でも「学校だより」で

もそういうことを書いて、「友達からやってもら

ってうれしかったこと、言われてうれしかったこ

とを交流し合いましょう」みたいなことが書かれ

ていて、非常にいい取組だと思っているのです。

そういった、まずすぐできるところ、そして肝の

部分、両側面から是非やっていっていただきたい

と。 

  御協力するために、次の質問に移りたいと思い

ますけれども、もう一つだけ、教育委員会の具体

的な取組というところで、ウのところで、スクー

ルカウンセラーの定期派遣と心のケアというのが

書かれているのですけれども、ちょっと心配なの

が、スクールカウンセラー、今、各校に都のスク

ールカウンセラーと区のスクールカウンセラーが、

基本的には１日ずつ行っていると思うのですけれ

ども、この東京都のスクールカウンセラーが５年

の期限で雇い止めをするというようにュース報道

があったのですけれども、そうすると質の高いス

クールカウンセラーとか、継続性とか、そういう

点で非常に懸念があるのですけれども、足立区で

はそれに該当するような方がいらっしゃるのでし

ょうか。 

○教育相談課長 都のスクールカウンセラーの方は

まだ来てない、来てないというか具体的にどこの

学校にどなたがという情報がまだ来てないので、

そういった情報はないのですけれども、ただ、新

しくまた都のスクールカウンセラーになるのは、

それなりに経験がある方たちでないとなれないの
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で、新しくなった方たちも、それなりの経験のあ

る方たちがなっているのではないかというふうに

は思いますので、また各学校の中でしっかりと継

続性とか、そういったところはしっかりと保ちつ

つ、カウンセリングの方は進めていきたいという

ふうに思っております。 

○教育長 私も報道レベルでしか知らないのですけ

れども、とは言いながらも、やはりスクールカウ

ンセラーという仕事の性質上、子どもとの関係、

人間信頼関係とかというのは大事だと思いますの

で、万が一変わった場合については、学校でも最

大限の配慮をしながらやっていくしかないのかな

と今のところでは考えております。 

○ぬかが和子委員 変わるのも心配だけれども、も

っと心配なのは、この人材難の時代に、そんな５

年での雇い止めを東京都がやってしまって、本当

にきちんと足立区内に来てもらえるのだろうかと、

来なくなってしまうような事態が生じないのだろ

うかと、こういう心配がありますので、確かに東

京都の人事の問題は東京都から来るまで分からな

いという側面があると思うのだけれども、情報は

早めに入手したり、入り次第迅速に対応して、や

はりしっかりとした体制が取れるようにしていっ

ていただきたいと思いますが、最後いかがでしょ

うか。 

○教育長 東京都と連携しながら、子どもたちにで

きるだけ心配をさせないような形で取り組んでい

きたいというふうに思います。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いいたします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 採択でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは採決いたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  次に、（３）５受理番号１３ 区立小学校の１

日でも早い給食費無償化を求める陳情を単独議題

といたします。  

  前回は凍結・継続であります。 

  本件につきましては、引き続き凍結・継続とい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 御異議ないと認め、本件は凍

結・継続審査と決定いたしました。 

  次に、（４）５受理番号１４ 医療的ケア児及

びその家族に対する支援等の拡充と新たな支援施

策を求める請願を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は何か変化はありますか。 

○支援管理課長 医療的ケア児ネットワーク協議会

を２月の８日に実施をさせていただきました。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 やはり、当事者の親御さんか

ら、レスパイトという部分は親の休息というとこ

ろが根幹になっている部分がかなり大きくあるの

ではないかという問題提起がありまして、是非と

も親の就労との両立といった観点からもお願いを

したいというお話は執行機関の皆様にはお伝えさ

せていただいているところなのですけれども、今

回予算審議の中で、この制度を活用している６０

名の全保護者に対するヒアリングをしていただけ

るというお話をいただきました。いつ頃からいつ

頃までの期間に、やっていただけるのでしょうか。 

○障がい福祉課長 意見の聞き取りにつきましては、

なるべく早めにですけれども、年度が替わってす
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ぐに始めて、全員からもし聞き取るということで

あると終わりはその方々の都合もあるので、いつ

までというのはお約束できないのですけれども、

なるべく早めに聞き取りたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 休職をされていて、もうお尻

が決まっている方とかもいらっしゃっていて、ち

ょっと駆け足になると思うのですが、優先順位と

いうのはそういう方を先にやっていただくという

のは可能ですか。 

○障がい福祉課長 今、現在、所管の方でそれぞれ

の御家庭の個別事情までは把握していないので、

もしそういう情報というか、そういう御希望があ

るというようなお話があるのであれば、御相談し

ていただければと思います。 

○長谷川たかこ委員 そうしますと、以前から緊急

を有する方でお話をさせていただいている方がい

るのですけれども、是非そういう方を優先順位を

上げてヒアリングをしていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○障がい福祉課長 そのあたり、長谷川委員の方か

ら御相談いただいている案件については、早めに

御意見の方を伺いたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 受け皿としてはいろいろあっ

た方がいいと思うのです。一番現実的なのは、東

部地域病院内に病児保育を設置するというのが一

番現実的だなとは思うのですけれども、それにプ

ラスアルファ、やはり優先度としては在宅型病児

保育の新規制度というのを是非つくっていただき

たいと、お仕事を持たれて、今、休職中の親御さ

んから切実なお話がずっと入っているのですけれ

ども、これについては考えていただけないでしょ

うか。 

○吉田こうじ委員長 どなたか御答弁いただけます

か。 

○子ども施設運営課長 今、在宅型という話もござ

いましたまた。また、その前に、東部地域病院の

話もございました。東部地域病院につきましては、

また働き掛けも今回予算委員会の途中、御意見い

ただきましたので改めてさせていただいたことと、

あと在宅型につきましては関係所管や事業者と確

認しながら、どういうやり方ができるかというと

ころは検討してまいりたいと考えてございます。 

○長谷川たかこ委員 引き続き、よろしくお願いい

たします。 

  当事者の声としては、是非ともレスパイト事業

が１４４時間というふうに拡充はされているけれ

ども、実際にそれを活用するとなると、仕事をし

た場合には、それだけでは足りないというところ

で、是非その制限の時間の枠をもっと拡充してい

ただきたいという部分と、所得制限の撤廃を是非

ともお願いしたいということは切実な声で入って

おりますので、引き続き要望させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見を求めます。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 採択でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは、採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  次に、（５）５受理番号１５ 不登校の子ども

たちや発達障がい特性のある子どもたちとその保

護者に対する適切な支援等の創設を求める請願、

（６）５受理番号３６ 不登校未然防止事業を足

立区全小・中学校で行うことを求める請願、以上

２件を一括議題といたします。 
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  前回は継続審査であります。 

  また、報告事項（６）を教育指導部長より、報

告事項（１７）、（１８）、（１９）をこども支

援センターげんき所長より、以上の報告事項が本

請願と関連しておりますので、併せて説明をお願

いいたします。 

○教育指導部長 恐れ入ります、文教委員会の報告

資料１２ページをお開きください。 

  不登校未然防止事業の利用生徒の状況とモデル

校の拡大案についてでございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  項番１でございます。 

  利用生徒に対して、昨年末にアンケートを実施

しております。生徒１６名のうち６名の回答にな

っております。重立ったものをピックアップして

おりますので、御覧いただければと思います。 

  まず、ＳＳルームのよいところ、こちらは自由

に勉強できること、あとは分からないことは先生

にすぐ確認できる、指導員が常時いるということ

で、このような回答がございました。 

  それから、変えてほしいこと、（２）にござい

ます。静かに過ごせるようにしてほしいというこ

ととともに、ほかの教室から見えないようにカー

テンを付けてほしいということでございます。こ

のカーテンについては既にパーティション等で対

応を済んでおります。 

  それから、現在の過ごし方ですが、それぞれ、

自分のペースで学習をしている。 

  （５）のところで、利用するようになって変化

したことというところを御覧ください。 

  登校日数が増えた、それから学校にストレスを

感じなくなった、学校に行くことに対する恐怖感

や生きづらさが改善したというような、生徒の気

持ちが登校日数ですとか、その気持ちに変化が出

たという結果が出ております。 

  続いて、１３ページでございます。 

  モデル校の拡大についてでございます。 

  今年度１か所でございましたが、不登校生徒が

多い学校、それから教室の確保ができる、地域性

に偏りがないことということで、令和６年度は現

在の１校から３校プラスをいたしまして計４校と

なっております。項番２のところに記載をしてお

ります。 

  今後のスケジュールでございます。 

  今回、新年度予算案にプラス３校の部分の環境

整備費を予算計上しております。議決、お認めい

ただいた際には早期に事業に着手していきたいと

考えております。 

  私からは以上でございます。 

○こども支援センターげんき所長 報告資料の４３

ページをお開きください。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  こちらは、令和５年１月２０日の文教委員会に

おきまして令和５年度中に決定することとされて

おりました特例家庭教室あすテップの今後の方針

について御報告するものでございます。 

  この結論でございますが、この４３ページの項

番１の今後の方針（１）でございます。令和４年

１２月の検証会議での御意見では、学びの多様化

学校と連携できるとよいというものですとか、現

在を変更する必要はないというものでございまし

た。 

  これに加えまして、項番２の学識経験者の意見

にございますとおり、不登校状態と通学状態の中

間的な状態というあすテップの運用が効果的であ

ること、また在籍校に籍を残したまま通級するス

タイルが保護者や通級生からも高く評価されてい

ることから、現行のスタイルを維持しながら不登

校生徒の多様な状況に柔軟に対応していくことを

今後の方針とするものでございます。 

  これらの効果、評価の裏付けとなります調査ア

ンケートの結果でございます。４４ページ、４５

ページにかけて、棒グラフでは、学力調査なので

すけれども、国語の平均点は中学校全体と同じぐ
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らいだったというところですが、数学、英語につ

いては、中学全体よりも２０点ぐらい低くなって

いるということ。 

  あと４６ページにかけて、円グラフ、こちらは

意識調査でございますが、分かるまで努力してい

るとか、自分にはよいところがあると思う。非認

知能力の項目では、中学全体よりも肯定的な数値

が高いことが確認されております。 

  次に、４７ページの一番上のところ、これは通

級生及び保護者アンケートの結果なのですけれど

も、通級生者の８６％、保護者の７１％が在籍校

との関係を保ち続けたいとの回答がございました。 

  また、この一番下のところ、通級による変化の

ところでございます。通級意欲、学習意欲が向上、

他者理解が進んだとの回答がございまして、学校

以外の居場所での活動による効果が確認できてお

ります。 

  続けて、４８ページをお開きください。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  こちらは、登校児童・生徒への支援として、こ

の令和６年４月開校予定の東京みらい中学校と区

と連携する案について御報告するものでございま

す。 

  １が連携の案、五つございますけれども、例え

ば（３）でチャレンジ学級・あすテップの通級生

が、東京みらい中学校を運営する学校法人での専

門学校で体験授業を通して、進路・キャリア形成

に生かすことを予定をしております。 

  加えて、（５）みらい中学校をはじめ、不登校

支援ＮＰＯですとか区内のフリースクール、これ

らとの連携のための連絡会を実施してまいります。 

  項番２がそのスケジュール案でございます。 

  今後の方針でございますが、令和６年度の当初

予算案が可決いただきましたら、この連絡会に参

加するＮＰＯですとかフリースクール等の団体を

徐々に増やしてまいりまして、連絡会の回数も増

やしてまいりたいと考えております。 

  続けて、４９ページをお開きください。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  こちらは、１番に概要がございますけれども、

リモートで活動する全国の支援者、学校、行政が

連携をして、不登校小・中学校に対し、仮想空間、

いわゆるメタバース空間でオンラインによる伴走

支援と学びの場づくりを実現するものでございま

す。 

  項番２が経過・進捗の状況でございます。 

  項番３が、その支援の状況でございますけれど

も、４９ページの下の中学２年生のところでは、

昨年６月から別室登校を開始しましたが、現在で

は週１回のオンライン面談を継続して、回を重ね

る度に好きなことの話とかテーマに沿った話がで

きるようになってきております。 

  ５０ページの一番上の例ですと、こちら中学１

年生です。家庭訪問でも、先生は会えなかった、

外出も全然できない、こういう状態でしたけれど

も、週１回のオンライン面談を継続して、チャッ

トですとか、リアクションの絵文字でコミュニケ

ーションを取ることがだんだんできるようになっ

てまいりました。 

  項番４、今後の方針でございます。 

  当初予算案を可決いただきましたら、引き続き、

４人の支援をモデル事業として継続してまいりま

す。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 予算審議でもお話しさせてい

ただきましたが、不登校支援と不登校未然防止事

業というすみ分けがちょっと難しい部分があって、

私の働き掛けで伊興中学校が昨年末より別室のお

部屋を開設したところなのですが、今回不登校未

然防止事業についても来年度４校設置ということ

で、この間、公明党からもソファーを必ず入れて

くださいねというところでお話はさせていただき、
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私もこの事業については自主財源をもっと付ける

べきだと思うのです。今の予算化されているもの

よりも、もっと更に自主財源を付けて、もっとよ

りよいものを構築しながら一気に広げていくとい

うことをしていただきたいと思っております。 

  以前から申していますけれども、中学だけじゃ

なくて小学校にも輪を広げていく、まずはそうい

う形で自主財源をどんどん付けていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○教育指導部長 こちらの予算なのですけれども、

今、必要な予算を計上しております。お金があれ

ばあれだけいいじゃないかということではなくて、

本当に子どもたちに必要なものをきちんと皆で確

認した上で予算を付けておりますので、必要なも

のがあれば今後もきちんと予算計上してまいりた

いと考えております。 

○長谷川たかこ委員 その部分で、予算審議で登校

サポーターの人件費に予算がちょっと少ないとい

うところで伊興中学校からも申入れがあったので、

その部分で予算化を人件費をもうちょっと付けて

もらって登校サポーターを午後まで付けていただ

くとか、それから学習支援の人材を付けてほしい

というところは要望させていただきました。それ

については、来年度いかがでしょうか。 

○教育相談課長 登校サポーターの予算の中で、伊

興中の方、生徒も多く登校されているようですの

で、人の手配も含めて調整の方はしてまいりたい

というふうに考えております。 

○長谷川たかこ委員 よろしくお願いいたします。 

  あと、当事者の方から親御さんからお話が入っ

ておりまして、これから中学に上がるけれども不

登校別室とコミュニケーション教室は両方を受け

ることができないということを小学校の方から担

当者から言われたということで、執行機関にお話

をしたところ、次に行く中学校の方では大丈夫で

すよというお話があったのです。そこの部分で何

か小学校と中学校のやり取りにそごが出てしまっ

ていたりとか、あとルールとして不登校別室とコ

ミュニケーション教室、学校に本当に不登校で行

けないお子さんが名前だけを登録してしまうこと

もあるので、それはできませんというお話しだっ

たのですが、でも、どこかでそのつまずきが解消

されて、「あ、行こうかな」と思ったりもすると

思うので、いずれにしても不登校生別室とコミュ

ニケーション教室は両方登録して、いつでも行け

るようにすべきだと思うのですけれども、いかが

でしょうか。 

○支援管理課長 今、おっしゃっていただいたコミ

ュニケーション教室のところでございますけれど

も、こちらについては不登校が長期化しているよ

うな場合にはルールとして使えない。ただし、不

登校条件の方が少しずつ行けるよとか、そういっ

た状況になった場合には考えられるという形にな

っておりますので、その方の状況ということにな

ります。 

○長谷川たかこ委員 その方は、ずっと不登校だっ

たわけではなく、お母様と一緒にお母様が伴走型

で学校に連れていって学校に行っていたお子さん

が、両方は駄目ですよと言われてしまった事例な

のです。小学校からそういうふうに言われたと。

これから上がる中学校の方では、全然オーケーで

すよという話で、何か全然話が食い違ってしまっ

ていたという経緯があったので、そういうことが

今後ないようにしていただきたいのですが、いか

がでしょうか。 

○教育相談課長 今、長谷川委員がおっしゃった方

なのですけれども、小学校の方は一般的なところ

の説明でということで、先ほど支援課長も申し上

げたように、不登校で全く学校に行けていないお

子さんを名前だけコミュニケーション教室に登録

させるということができないというところで、一

般的にはコミュニケーション教室と別室の両方登

録できないのですよという説明をしてしまったよ

うなのですけれども、今、申し上げたように別室
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に行っていても学校には行けているお子さんもい

らっしゃいますので、そういった御事情を伊興中

学校の方に詳しく説明したところ大丈夫ですよと

いうことになっているので、やはりそのお子さん、

お子さん一人一人の状況に合わせて対応していく

ということが大切にはなりますので、小学校の方

の説明が一般的なところの説明をしてしまったと

いうところで、申し訳ないことをしたなというふ

うにはこちらも思っております。 

○教育指導課長、すみません、そごがないようにと

いうところで、不登校のお部屋、いわゆる未然防

止も含めてなのですけれども、に関して登録とい

う概念はございませんので、よろしくお願いいた

します。 

○長谷川たかこ委員 登録ではないというのは。 

○教育指導課長 結局子どもたちが、そういう例え

ば心が不安定になったときに行きたいと思ったと

きに行けるようなお部屋にしたりとか、登校渋り

があって登校したいけれどもなかなか手が伸びな

いというときに、いつでも使えるお部屋という感

覚ですので、登録しないと利用ができないという

ことにはしておりません。 

○長谷川たかこ委員 それは未然防止であって別室

登校は違いますよね。 

○教育相談課長 別室の方は、登校サポーターを派

遣するという関係で何人ぐらいいらっしゃるかと

いうことで一応お名前の方を登録をさせていただ

いてはおりますけれども、未然防止の方はそうで

はないというふうになりますし、登録もそこまで、

一応お名前をいただいているというところの登録

です。 

○長谷川たかこ委員 何かその登録をしてないとい

けませんよということを小学校側から普通に言わ

れたということで、私とその方がつながっている

から今回こういうふうに発覚して次の中学校にコ

ミュニケーションと別室登校両方行けるようにな

ったのですけれども、私とつながってなかったら、

小学校でそこで一般原則でこうですよと登録とい

う話で言われてしまっているので、「ああ、駄目

なのですね」と、そこでシャットアウトで終わっ

てしまう話だったのですが、これはいかがでしょ

うか。 

○教育長 未然防止の方も、すみません、まだ小学

校の方にきちんと浸透していなかったりというと

ころもあったのかなというふうに思います。また

新しい年度ももうすぐ始まりますので、学校には

そごがないように、きちんとこちらから伝えてい

きたいというふうに思います。 

○長谷川たかこ委員 是非そこの部分の御説明、研

修、意識改革なのでしょうか。よろしくお願いし

たいと思います。 

  予算審議のときに時間がなくて、ユニバーサル

デザインの内容が、私、途半端になってしまいま

して、足立区版のユニバーサルデザイン、本当に

執行機関の皆様のおかげで実現しております。あ

りがとうございます。 

  来年度全校で導入になると、やはり教員の知識

とスキルがそれだけ必要になると思います。私、

昨年、一昨年といろいろと視察をさせていただき、

本当にその現場の校長先生はじめ先生方が、東京

都から派遣されてくるのでいろいろな自治体を経

て足立区に来られると思うのですが、例えば★★

小学校の校長先生でいらっしゃればもともとここ

の課長でもいらっしゃいましたけれども、品川区

で学んでこられた品川区のよいものを綾瀬小学校

に導入され、プラス足立区版のユニバーサルデザ

インを実現させてくださっていたのです。すばら

しいなと思いまして、こういう形で皆さん、足立

区版ユニバーサルデザイン、プラスアルファ御自

身が経験された現場のスキルを落とし込むという

のをされていらっしゃる先生方がいるというのを

知ったのですけれども、それを何か来年度は足立

区版ユニバーサルデザインが全校に広がるわけで

すから、会議体を年に数回持っていただいて、そ
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の先生方が持っているすばらしいスキルを更に足

立区版ユニバーサルデザインに盛り込んでスキル

アップ、ブラッシュアップしていただきたいと思

いますけれども……。 

○吉田こうじ委員長 質疑の途中、申し訳ございま

せん。請願の議論なので不登校特例……。 

○長谷川たかこ委員 請願の中に入っています。 

○吉田こうじ委員長 入っているのですね、ユニバ

ーサルデザインの話が。 

○長谷川たかこ委員 入っています。それをやって

くださいと。 

○吉田こうじ委員長 分かりました。引き続きお願

いいたします。 

○支援管理課長 今、長谷川委員おっしゃっていた

だいたユニバーサルデザインのところですが、モ

デル校ということで５校先進的に取組を進めてい

て、それを先日実を言いますと２月の下旬にその

発表会みたいな形をさせていただいたところでご

ざいます。いいものはどんどん取り入れていって、

全校でそういったユニバーサルデザインが推進さ

れることを我々も本当に感じておりますので、来

年度もより一層進めてまいります。 

○長谷川たかこ委員 教員がどれだけ意識が変わっ

たかという観点での指標が必要だということで４

年前の質疑で投げ掛けさせていただき、一度アン

ケートは取っていただいたところなのですが、そ

の後はいかがでしょうか。進捗状況を教えていた

だけますでしょうか。 

○支援管理課長 正に、今、長谷川委員からおっし

ゃっていただいた、この夏、秋にアンケートを取

らせていただいて、そこで、おおむねやっている

ことが見えてまいりました。来年度につきまして

も同じような形でアンケートを継続させていただ

いて、その効果をまたより一層検証しまして、い

い形でユニバーサルデザインを推進してまいりま

す。 

○長谷川たかこ委員 ありがとうございます。また、

来年度も、私、いろいろと足立区の全小・中学校

に視察にお伺いさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 長谷川委員、大変失礼いたし

ました。 

○たがた直昭委員 何点か、まずカタリバ「ｒｏｏ

ｍ－Ｋ」についてメタバースなのですけれども、

この資料を見ますと、締結してリストアップが１

０人利用意思を確認し、４人申込みということで

書かれているのですけれども、ただ利用意思を１

０人確認し、４人申し込んだのですけれども、辞

退者が６名いまして、そのうちの一つに、本人の

参加意思なしが２人、保護者からの連絡がなしと

いうことで、この辺利用意思を確認したというこ

ととちょっと違うのではないかと思うのですが、

この辺についていかがですか。 

○教育相談課長 すみません。こちらの書き方が少

し紛らわしかったようで、申し訳ございません。

一応「ｒｏｏｍ－Ｋ」の方が、今年度は４名の方

が無料で支援できるということになっていたので、

こちらの方も最初に、かといって、４名の方がぴ

ったりということもないので少し多めにリストア

ップの方をさせていただいて、その中で優先順位

の高い方からお声掛けをしていった結果、是非や

りたいという方を順番にやっていったのですけれ

ども、その中で御本人に聞いたところ、そういう

のもあまりやりたくないというような方もお二人

ぐらいいました。 

  あとは、もちろん後半の方ではあるのですけれ

ども、なかなか何度働き掛けをしてもなかなか保

護者の方から御連絡いただけない場合は、次の方

にお声掛けをしたりというようなこともありまし

たので、結果として、このような結果になってご

ざいます。 

○たがた直昭委員 分かりました。そういうことで

すね。すみません。 

  メタバース、仮想空間ということで私も体験さ
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せていただいて、非常にはまっちゃうと何か怖い

ぐらいに結構入っていったのですけれども、今回

４人が多いか少ないかというのはまた別として、

今、４人の現状というのはいかがですか。 

○教育相談課長 正式に始めたのが１月からという

状況なので、まだまだ、なかなか、ようやく始め

たところというようなお子さんもいらっしゃいま

すけれども、結構その最初の頃に始めた方は、そ

ういったのをやることで、すごく意欲が出てきた

というお子さんがいらっしゃいまして、何か学校

の方にも少しつながるようになってきたというよ

うな話も伺っております。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  今回カタリバの方で、ＮＰＯ法人で支援事業を

行うということなのですけれども、このカタリバ

「ｒｏｏｍ－Ｋ」というのは、不登校の方とカタ

リバの方でいろいろ話し合ったり、いろいろする

かと思うのですが、このカタリバの相手の方とい

うのは何か資格を持っていると、何かある、普通

のＮＰＯの方なの。 

○教育相談課長 資格を持っている方は１人担当と

しては就いてはいるのですけれども、ふだん日常

的にお話をしたりするのは全国の支援者の方にな

りますので、そういった方たちは特段資格等は持

ってございません。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  何とかこのまま継続して人数を増やしていただ

きたいのですけれども、ちょっと前も本会議で言

いましたけれども、東京都と連携してバーチャ

ル・ラーニング・プラットフォームということで、

東京都８区市が、今、手を挙げて連携事業をやっ

ているということなのですけれども、改めて足立

区としての連携についてはいかがですか。 

○教育相談課長 東京都のバーチャル・ラーニン

グ・プラットフォームも、足立区、令和６年度か

ら参加の方を一応させていただくということで、

まだ正式な決定の連絡というのは来てはいないの

ですけれども、一応その説明会等には参加させて

いただいておりますので、一応来年度は実施の予

定で、今、準備の方を行っております。 

  先日、具体的にどのような空間でというものも

ちょっと見させていただきましたので、また改め

て次の委員会にまた報告させていただきたいとい

うふうに思っております。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  新宿区が先行して、あと中野区とかがやってい

るということでありますので、その辺を参考にし

ながら進んでいただきたいと思います。 

  あと、不登校の未然防止、今、六月中でやって

いるということなのですけれども、もう１回、事

業の実施時期、これ早急に予算が付いたらやりま

すということなのですけれども、大体いつ頃にな

りますか。 

○教育指導課長 もう４月から運用できるように、

今、計画を立てております。 

○たがた直昭委員 この選定方法なのですけれども、

区立中学校に募集の目的等を周知し、実施希望を

募集ということで募集しましたと。選定基準とい

うのは、不登校生徒が多い等の課題があることと

いうことなのですけれども、この辺は、「この学

校は不登校が多いから、でも手を挙げてね」、そ

の辺どういう形の選定方法だったのですか。 

○教育指導課長 不登校、完全不登校というよりも、

その教室から出てしまう子が多かったりとか、あ

とは学校に教室がちゃんと空き教室がある。そう

いうところ出入りも含めて、要はなかなかいい場

所にあるというところも加味しながら選定してお

ります。 

○たがた直昭委員 早ければ４月から実施というこ

となのですけれども、当然、この３月、４月とい

うことで異動の時期等々があって、校長先生★★

から内示を受けている人もいるかもしれませんけ

れども、そういった場合、学校が例えば、加賀中

に赴任してきました、校長になって赴任してきた。
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しかし、今までは未然防止とかがなかったのだけ

れども、急にやったらこれをやりなさいというこ

となのですけれども、その辺は大丈夫なのですか。 

○教育指導課長 まず区内の中学校長に関しまして

は、全員に同じように説明をしております。外か

ら入ってくる管理職も当然おりますので、そこに

は４月に入ってから丁寧に説明はいたしますけれ

ども、あわせて、副校長であったりとか主要な教

員にはモデル校になっているところについては説

明をもう既にしておりますので、うまく情報が伝

達するように考えております。 

○たがた直昭委員 最後に１点、新たに加賀中と、

どこだろう、蒲原と第一中ということなのですけ

れども、私も六月中に行ったときにいろいろ課題

を聞いた中で、やはり校長のＯＢや指導員らの確

保、これが非常に大変だということなのですけれ

ども、この辺についてはどうですか。 

○教育指導課長 ここについては、かなり厳しい状

況はございます。役職定年の年齢が上がってくる

のと同時に、今まで想定していた退職者というの

がだんだん減ってくる状況にもあります。ただ、

そんな中でも、ある程度のラインというか、この

ぐらいは見込めるというのは、今、想定しており

ますので、それと踏まえて他区からの流入等も考

えながら進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○たがた直昭委員 せっかく今度、東西を分けてし

っかり４校均等にやるということですので、まず

はいいスタートができるように、よろしくお願い

します。要望です。 

○ぬかが和子委員 私も、まず未然防止策関連で質

問させていただきます。 

  六月中で言いますと、もともと別室登校の部屋

があって、そこに登校サポーターがきちんと過ご

してくださって、それにプラスアルファでやった

形なので、事実上、最初分けると言っていたけれ

ども、私も見に行ってうまくいっていると思った

のですけれども、それは分けなくてもうまくいっ

ていると、うまく回っていると。 

  ただ、いろいろな子がいる中で、分けた方がい

いという場合もあると思うのですけれども、そこ

は基本絶対分けなきゃいけないというふうに決め

てないと思うのですけれども、本当に各学校、状

況を見て柔軟に、つまり不登校の子どもと未然防

止の対象の子どもというのは、そんなに厳然と分

けられるものではないのではないかと、私、思っ

ていまして、その辺どうお考えでしょうか。 

○教育指導課長 一つは、やはりＳＳルームをつく

るときに、大きい部屋というのを想定しています。

なぜかというと、やはり入ってきたときにその中

で分ける必要性が出てくるかもしれない。だから、

それがパーティションで分けるだけでいい子なの

か、更にその中にお部屋を造ってあげるべきなの

か、はたまた全然別室にするべきなのか、様々想

定がありますので、今、モデル校として選んでい

るところは、まず、一つの部屋が大きいところ、

更にそれ以外にも部屋が準備できるところという

ところで考えております。 

○ぬかが和子委員 もう１回、念のためお伺いしま

すけれども、最初説明を受けたときは、別室登校

と不登校は別のものだ、別室登校支援と、だから

部屋も分けますという説明だったわけです。だけ

れども、私の質問では、分けることを基本としな

いで柔軟にやるということでいいのではないかと

いうことを聞いているのですけれども。 

○教育指導課長 おっしゃるとおりでございます。

そこはもうしっかり区分けをするわけではなくて、

やはりその一人一人の子どもに合ったやり方とい

うのでできるような感じで運用していきたいと考

えております。 

○ぬかが和子委員 先ほど、こども支援センターげ

んきの方から御答弁があった登校サポーター問題

で対処しますという御答弁ありましたけれども、

時間数が足りないという問題で、私も前回だった
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か前々回だったか文教委員会で、六月中そのもの

でも、せめて給食まで一緒に過ごしてくれたらな

と、元退職した校長先生も含めておっしゃってい

たのは非常に印象的で、そうしますと特定の学校

だけじゃなくて、私は是非もう一度確認なのです

けれども、今の上限３時間ということではなくて、

希望があればそこは延ばしますよということにし

ていただきたいのですが、どうなのでしょうか。 

○教育相談課長 一律に１日３時間というのが一応、

今、原則でという形で一応お示しはしています。

予算の範囲内でというところになるのですけれど

も、ただ、様々な事情がある場合は３時間以上で

あったりとか、週３日以上という形でも現在も対

応しているところはございますので、そこは来年

度は柔軟に、予算の範囲内ではあるのですけれど

も、柔軟に対応できるところはしていきたいとい

うふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 よく分からないのですけれども、

予算の範囲内でというのは、必要に応じて本当に

必要だったら不登校の子をそれによって救ってい

こうという施策なわけですですから、補正予算だ

って組めばいいわけですし、要は希望があったと

きに、その希望に応じて増やせるような基本スタ

ンスで臨んでくださいということを聞いているの

です。 

○こども支援センターげんき所長 御指摘のとおり

でございます。今まで１日３時間ということを原

則のように言ってきておりましたけれども、そこ

を柔軟にしていくということと、やはりその辺の

ニーズがあるのだと、予算的には必要なのだとい

うことであれば、その予算の内容についても流動

的に考えていきたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 本当にそうなのです。別室登校

にしても、もっと言うと未然防止にしても、うま

く回り掛けていたり、回ろうとしていればしてい

るほど時間が欲しくなるのです。それがうまく取

り組めてない学校は、残念ながらあんまりニーズ

ないかもしれないけれども、そういう状況から希

望があれば延ばしますよというスタンスで是非示

していただきたいというふうに思います。 

  それから、報告資料の方の学びの多様化学校と

の連携の絡みで質問させていただこうと思ってい

るのですが、東京みらい中学校、結局、足立区で

補助もすることになったわけですけれども、進学

するお子さん、不登校のお子さん、何人ぐらいと

いうふうになったのでしょうか。 

○教育相談課長 全部で１９名の方が入学すること

になったと伺っております。 

○ぬかが和子委員 新設校なわけですけれども、学

年内訳はどうでしょうか。 

○教育相談課長 中学１年生が５名、中学２年生が

８名、中学３年生が６名というふうに伺っており

ます。 

○ぬかが和子委員 本当にそういう点ではそういう

子たち、補助もあってよかったなというふうに思

っているのですけれども、それと併せてあすテッ

プ存続をさせようと、連携を強めていこうという

判断されたということも私は非常によかったなあ

と。やっぱりあすテップだから行けるというお子

さんも私も聞いておりますので、よかったなとい

うふうには思っています。 

  その上で、この連携の中で、三幸学園の専門学

校で体験授業をして、進路・キャリア形成に生か

すと書かれているのですけれども、私も三幸学園、

このみらい中学校を見学に行ったときに、本当に

三幸学園というのは、ネイルから理容から、あり

とあらゆる専門学校を持っていて、多様な選択肢、

本当に小学生、幼児だったらお仕事体験の場所も

ありますけれども、本当に多様な選択肢があると

いうことに気が付くだけでも、そういう子どもた

ちにとって大きいと。だから、うまくそれを伝え

て連携を取っていただきたいと思っているのです

が、どうでしょうか。 

○教育長 やはり想像しているのと実際やってみる
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と違ったりで、意外とやってみると面白かったり

と、実際に体験できるというのは非常にいいとこ

ろなのかなと思いますので、その辺の連携は強め

ていきたいというふうに思います。 

○ぬかが和子委員 その上で、こういう学びの多様

化学校もあり、あすテップもあり、チャレンジ学

級もあり、子どもの居場所を使った支援もありと

いう多様な選択肢が、今、あります。それがどう

本当に、今、１，０００人を超えたという保護者

に届いているのかという問題なのです。 

  というのは、やはり私も当事者の保護者さんか

ら相談を受けたときに、これもあるよ、これもあ

るよ、これもあるよと言ったら、びっくりしてい

たわけです。そうすると、もしかしたらこれだっ

たらうちの子は行けるかもしれないと、では、そ

れがどう届いているのかなというので改めて登校

支援ガイドを読んでみますと、結局はここにはあ

るよと書いてあるけれども、要は連絡先を含めて

書いてあるのは教育相談の、三つに足立区は分か

れていて、ここに電話くださいだけなのです。だ

からそれだと、やっぱりなかなか伝わらない。悪

いものではないし、とてもいいと思った、スタン

スもいいと思うのだけれども、こういう登校支援

ガイドなんかも、より改善して伝わるようにして

ほしいと思っているのです。 

  具体的に言いますと、例えば、確かに不登校な

のか、不登校の初期なのか、登校し渋りで分けて

いるのだけれども、保護者にしてみると、うち子

が学校に行けなくなったときに、どういう選択肢

があって、どういうところなのだろうというのを

一番知りたいわけです。だから、それを姿が写ら

ないようにしても写真でこういう場所ですよと見

せるとか、そういうことで、つまりこれでいくと

相談に乗って、ここに行ったらどうですかという

選択肢ぐらいしか、ある程度は示してくれるけれ

ども、やっぱり自分が親が、これだけあるんだよ

と、学校に行くだけじゃない選択肢が増えている

のだよということがまだ伝わりづらいと、是非そ

の辺の改善をお願いしたいのですが、どうでしょ

うか。 

○教育相談課長 登校支援ガイドの方も、もう少し

中身についての見直しというのは引き続き行って

いきたいと思いますし、またそれがしっかりと手

元に届くように、こちらも方法については検討し

てまいりたいというふうに思っております。 

○ぬかが和子委員 繰り返しになるからあまり言い

ませんけれども、是非目で見て分かるような、そ

ういう紹介の仕方にしてほしいし、あと不登校そ

のものの捉え方が文科省そのものが変わってきて

いて、ある程度反映されているのですけれども、

更により本当に１，０００人の親御さん、お子さ

んたちが、私たち聞く範囲ではそういうとこにつ

ながってない方が結構多いわけです。どこかしら

につながれるようにしていっていただきたいと再

度答弁お願いします。 

○こども支援センターげんき所長 不登校支援施策

を、今、おっしゃっていただいたようなものに加

えてあるメタバースですとか、本当に様々なバリ

エーションを持って、今、支援策を進めておりま

す。 

  一方、全国的にもそうなのですけれども、不登

校の数もまだまだ増え続けていくということです

とか、あと足立区においては新たな学校ができて、

不登校支援施策の環境自体が、今、変わりつつあ

りますので、そういう状況、状況に応じて我々の

支援メニューもやはり届くようにということを意

識しながら、しっかり我々の施策も、せっかくい

いことをやっているのに届かないということは非

常にもったいない話でもありますので、ＰＲ周知

に努めてまいりたいと考えております。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○くじらい実委員 私も不登校の未然防止事業の報

告のところから端的にお伺いします。 

  まず最初、アンケートを取ったということで、
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１６名のうち６名ということなのですけれども、

これ（２）のＳＳルームで変えてほしい点という

のがア、イ、ウとあって、イとウは物理的な話な

のかなと思っているのですけれども、アの常時静

かに過ごせるようにしてほしいという要望に対し、

これ何かどういう、このアンケートを書いた子に

対しては何かお答えはしているのでしょうか。何

か対応策というのはあるのでしょうか。 

○教育指導課長 具体的には聞いてないのですけれ

ども、結局、休み時間、ワーッと声が響くのに対

して要は過敏になっているのでというところがあ

るので、例えばイヤーマフを付けるとか、ちょっ

と厚めにカーテンを引いてみるとか、そういう対

応はしているというふうには考えております。 

○くじらい実委員 なかなか休み時間を静かにして

くれというのも難しいところだと思うのですけれ

ども、ここをうまく話をしていただかなきゃいけ

ないのかなという部分も感じております。 

  （４）の方で今後やってみたいことというのが

あるのですけれども、特にイの方で負担にならな

い程度に先生やほかの生徒と話ししたいというア

ンケート結果が出ていて、これが正に今回のこの

事業の結果が出た部分なのかなと思っているので

すけれども、この今後やってみたいことというの

は是非実現してもらいたいなと思うので、それに

対しては何か対応策は考えているのでしょうか。 

○教育指導課長 それこそこの担当の指導員だけで

はなくて、ＳＳＷの巡回であったりとか、あとは

本当に巡回の教員というのもいますので、様々な

人と会話をしながら、そういう機会を増やしてい

けたらというふうには考えております。 

○くじらい実委員 是非積極的な姿勢をなんか見せ

ていただいているかなと思いますので、こういう

子たちが増えてくれればありがたいなと思います。 

  その後、モデル校についてなのですけれども、

先ほども質問ありましたので、ちょっと私も１点、

２点お聞きしたいのですが、この新規の３校につ

いては、ここの３校について今まで不登校に対す

る、六月中は不登校に対する取組はやっていたと

思うのですけれども、この３校に対してはどうい

う状況だったのでしょうか。 

○教育指導課長 まず第一中学につきましては、以

前よりそういう取組をしていた学校です。ただや

はり人がいないので、お部屋だけがあって、人が

いるときに活用できるような状況でありました。

なので、すぐにやりたいというところで手を挙げ

てきたところです。 

  あと、蒲原と加賀につきましては、そういうお

子さんがいる状況はあったのですけれども、やは

りお部屋がなかなか確保できなかったところであ

ったりとか、あとは教員が小さい学校で少ないの

で空きがなくて、そういう子どもたちに対応がで

きなかったという実情がありましたので、今回無

理やり部屋を空けて是非うちでやりたいというと

ころで申出があったところです。 

○くじらい実委員 そうしますと、前回の委員会で

区内にバランスよく４校配置します、東西南北で

しますよという話だったと思うのですけれども、

今回希望校を募集ということだったので募集を掛

けたのかと思うのですけれども、これは学校が今

回４校に絞ってしったのか、それとも希望校がそ

れほど多くなくて結果的に４校になったという、

どちらでしょうか。 

○教育指導課長 希望をしたい学校は結構ありまし

た。ただ、やはり部屋が確保できなかったりとか、

ある１か所の地区に集中してしまったりというの

がありましたので、今回はそういうところも加味

しながらバランスよく配置をしたというところが

現状です。 

○くじらい実委員 最後にしますけれども、そうし

ますと今度令和６年度に関しては、このモデル校

４校で１年間やってみるということでよろしいで

すか。 

○教育指導課長 おっしゃるとおりでございます。 
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○伊藤のぶゆき委員 「不適切にもほどがある！」

というドラマを見ていると、三十何年前はすごい

世界だったのだなというのを見ているのですけれ

ども、思っているのですけれども、質問に戻って、

まず陳情・請願に話は戻りまして、今回六月中に

やっていたことを要は新しく三つ、東、中央、西

に分けてやることによって、証拠というか、エビ

デンスを取っていこうという話でいいのですよね。 

○教育指導課長 おっしゃるとおりでございます。 

○伊藤のぶゆき委員 次に、あすテップの件でちょ

っと気になるのが１点確認したいのですけれども、

通級の変化としての中に他者への理解が進んだと

いうことで７１％通級生が答えて、いい結果が出

ていると、７１％が答えているのに対して、保護

者が３６％ということなのですけれども、この差

というのはどういうふうに捉えているというか、

どういうふうに意見を聞いていらっしゃるのでし

ょうか。 

○教育相談課長 子ども自身は、そういう理解が進

んだというところがあるとは思うのですけれども、

それを外にアピールするのが不登校のお子さん、

苦手なお子さんも多いので、保護者的にはなかな

かそこまで感じなかったというような結果だとふ

うに読み取っております。 

○伊藤のぶゆき委員 この間、代表質問の中でもち

ょっと言ったのですけれども、多分子育ての第一

義的責任は親にある中で、この数字がちょっとず

れているということが結構問題なんじゃないかな

と個人的には思います。 

  多分、先ほどぬかが委員が様々な政策をやって

いるけれども届いていないというお話があったと

思うのですけれども、今後多分不登校の生徒は増

えていくのではないのかなというのは個人的には

思っているのです。それはなぜかといったら、ず

っと今まで小さい頃、昔の三十何年前というのは

学校に行って友達と遊ぶということしかやること

がなかったと言ったら変ですけれども、それしか

なかったものが、今、うちの子もタブレットを家

で見ています。本当逆に言うと依存しているので

はないかなというぐらい見ています。多分、また

今後いろいろ問題になってくると思いますけれど

も、どんなに親が言ったって、こそこそ見ている

のです、隠して見てしまう。 

  それはそうです。それで要は、Ｑｕｂｅｎａを

やっているのかなと言ったら、Ｑｕｂｅｎａをや

っている画面は一瞬で、そこからまた動画を見て

しまうわけです。多分これ結構そういった子ども

は多いのではないかなと思うのです。 

  ということは、不登校の数を減らしていくとい

うことも実は大切なのかもしれないのですけれど

も、１点行政として調べてもらいたいことがある

なと思いまして、すぐにできるかどうか分からな

いのですけれども、不登校の親御さんの中に、要

は、さっき言ったように、当然子育てしていて悩

んでいる親御さんもいらっしゃると思うのですけ

れども、実は中には、それに対してそんなに強く

思ってない親もいるのではないのかなと思うので

す。 

  ですので、是非こういったいろいろな政策があ

るのですよということを教えると同時に、アンケ

ートを取っていただいて、どれぐらい逆に、アン

ケートにさえ答えない親がいるのかというのを数

字として出してもらいたいなと思うのですけれど

も、これについてはいかが思いますか。 

○教育相談課長 前回の委員会の中でも、当事者の

方の声を聞くことが大事というお話がございまし

たので、そちらについては令和６年度の中で何ら

かの形でちょっと聞いてみたいというふうには考

えております。 

○伊藤のぶゆき委員 是非それを取ってもらわない

と、どんなに行政が一生懸命、学校現場が一生懸

命やっていても、親がどうにも対応していなけれ

ば、この問題というのは解決しないと思うのです。

それを親が悩んでいて、どうにかして子どもを学
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校に行かせてあげたい、子どもたちもどうにかし

て学校に行きたいという子どもたちに至っては、

もちろん大切なことかもしれないですけれども、

実はそういったことがもし親がそこを放棄してい

るという話になれば、ここで話していることがど

んどん本末転倒みたいな話になってしまうので、

実際問題、今の世の中にどれぐらいの親が、言い

方は悪いのですけれどもネグレクトに近いような

形で、子どもたちの教育に対しての興味を持って

いるのかというのを是非調べていただきたいなと

思います。 

  これなんか、いつも請願・陳情でいじめだとか

不登校だとかといろいろな話があって、なかなか

私も質問しないのですけれども、ちょっと言うと

多分腫れ物に触ったような話になってしまうのか

もしれないのですけれども、実際に、今、本当に

親が悩んでいて子どもが悩んでいるところには、

我々も一生懸命手を差し伸べてあげなきゃいけな

いと思うのですけれども、実は子どもは悩んでい

るけれども、親が悩んでいないという状態になっ

たときには、それはそれでまた行政で違った方向

で助けてあげなきゃいけないと思いますので、そ

の数字を１回行政として１回出してもらいたいな

と思いますので、これは是非、多分それは今後の

文教委員会で話していく内容にとってもすごい重

要なデータになってくるのではないかなと思いま

すので、これは是非令和６年度にかけて一度やっ

てもらいたいなと思います。これは要望というか

お願いです、やってください。 

  以上です。 

○吉田こうじ委員長 他に質疑。 

○佐藤あい委員 様々な議論がありましたので、私

からは端的に数点伺えればと思います。 

  まず、報告の４７ページですか、学びの多様化

学校の連携というところは、とてもすばらしいと

思っております。連絡会の方も開催をしていただ

くというところで、２回にも増やしていただいて、

今後も増やしていくというところです。 

  こちらＮＰＯやフリースクール等の団体という

ところに関しては、例えば月に数回しかやってい

ないような居場所みたいな団体も含まれていくの

か、線引きというのはされているのでしょうか。 

○教育相談課長 今現在はフリースクールといって

も本当に、今、佐藤委員おっしゃったように様々

なので、こちらの方である程度確認ができるとこ

ろから徐々に増やしていくというふうに考えてご

ざいます。その中で、基本的には活動が少ないか

ら、そういったところに入らないとか、そういっ

た基準とかは特に今のところは考えてございませ

ん。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  是非、数回とかであっても除外しないというこ

とであればよかったなと思っております。そうい

った団体さんでもすばらしい活動をされていたり

とか、あと問題を、課題感を持っていただいてい

る団体さんもいらっしゃると思っておりますので、

そういった参加団体さんが増えていただけるとす

ごくよいなと思っております。 

  あと、こちらのチャレンジ学級とあすテップの

比較をしたところで、あすテップの定着率が高い

というところで伺いたいのですが、あすテップの

方が定着率が高くなっている理由というのは、ど

のように分析されておりますでしょうか。 

○教育相談課長 もともとあすテップに通うお子さ

んは、やはり学校の中にあるけれども、行くとい

うところで、週３回は行こうねというところで、

比較的その登校意欲が高いお子さんがあすテップ

の方に通われていることが多いということで、こ

のような結果になってございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  このＳＣの面談というのも多いというところな

のですが、チャレンジの方はそこまで多くないと

いうようなことなのでしょうか。 

○教育相談課長 チャレンジはＳＣではなくて教育
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相談員との面談は行っているのですけれども、こ

ちらは学校の中にあるということで、あすテップ

の方にはＳＣが週４日勤務しております。そのＳ

Ｃがここにあすテップに来ているお子さんとどの

くらい面談をしているかという回数がかなり多い

というところでの記載になっております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  チャレンジの方も、より今後定着率が上がって

いくといいなという中で、教育相談、ＳＣでなく

てもしっかりと面談等を重ねていただいて、定着

ができるといいなと思っております。 

  あと、不登校に対してというところでしたので、

教育振興ビジョンで記載のある不登校に関すると

ころで、校内委員会にＳＳＷが参加している割合

というところも記載がございますけれども、こち

ら、基準が平成３０年ですけれども、直近では参

加している割合というのは、どのようになってお

りますでしょうか。 

○教育相談課長 すみません。今、手元に数字がな

いので、また後ほど御報告させていただきます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。お願いい

たします。 

  令和６年度１００％を目標にされているという

状況でしたので、ＳＳＷの方もとても業務が増え

ていく中で１００％にするためにはＳＳＷを増や

していかれるというところなのか、どのように１

００％にするために変えていかれるのか教えてい

ただけますでしょうか。 

○教育相談課長 中学校に関しては、週１回、ＳＳ

Ｗが行くようになっているので、校内委員会の参

加率はかなり高いというふうになってございます。 

  ただ、小学校の方が月２回の訪問が一応原則と

いうか、なっているので、その２回の間に校内委

員会がないと、どうしても参加できないことも多

いというふうになってございますので、やはりそ

こはＳＳＷの人数を増やして小学校の方も週１回

は行けるような形になれば、校内委員会の参加の

方も増えてくると思いますので、人員増について

は今後とも検討していきたいというふうに考えて

おります。 

○佐藤あい委員 既に御提示いただいているこの令

和６年度の目標というのが１００％となっていま

すので、これから人を増やしていく検討というよ

りは、１００％に掲げるのであれば、それが達成

できるような体制をしっかりと早急に整えていた

だきたいなと思います。 

  あと、最後に伊藤委員からも不登校の当事者の

親へのアンケートの話がありましたけれども、私

も第１回定例会の際にその当事者を含めたアンケ

ートというのを提案をさせていただいている中で、

是非、不登校の当事者はもちろんですけれども、

こちら重ねてのお願いではございますが、すごく

大変だと思うのですが、全部の保護者に対して、

不登校だとか行き渋りだとかというところが見え

ていないところでも問題を抱えている家庭がある

と思いますので、是非一度、この不登校に関連す

る、あるいは登校渋りの傾向が見えているかどう

かに関するアンケートについて、不登校とカウン

トされていない方なども含めてお願いしたいなと

思いますが、いかがでしょうか。 

○教育相談課長 まずは当事者の意見をというとこ

ろから、まずは始めたいとは思うのですけれども、

全員のとなるとかなり多人数になりますので、そ

ちらについては、やり方も含めて、また検討させ

ていただきたいというふうに思っております。 

○佐藤あい委員 学校を幾つか絞るなどしてもいい

と思いますので、そういった中で広くお願いをし

たいなと思います。 

  すみません、最後と言ったのですが、登校サポ

ーターの件、これこそ最後でお願いします。申し

訳ないです。 

  登校サポーターの件で、先日、登校サポーター

を検討していると、なりたいというふうに検討い

ただいている方が、今、やめておこうと言ったと
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いうのが気になっていて、年度ごとにこれは再登

録が必要になるようなシステムなのでしょうか。 

○教育相談課長 会計年度任用職員になりますので、

手続については毎年度の雇用というふうになって

ございます。 

○佐藤あい委員 その点で、年度の後半になってき

たり、半分を超えてきたタイミングでも募集をし

ていたりはすると思うのですけれども、そういっ

たタイミングで、もう年度が終わりに近づいてく

ると、すぐにまた手続しなきゃいけないというの

が面倒だなとかいうのでやめてしまったというこ

とがあったので、その途中でというタイミングの

ときに、何か別の施策といいますか、次に継続し

やすいような方法というのが提案できればなと思

ったのですが、いかがでしょうか。 

○教育相談課長 手続といっても一からの採用とい

う形ではないので、皆さん、年度が替わるときに

一応その雇用の更新の手続の方はさせていただい

ております。確かに例えば１月ぐらいに採用とな

りますと、またすぐにというふうになりますので、

そういった方の場合は４月からの雇用ということ

で２月、３月ぐらいに手続の方を始めたりという

ような、そのようなことはやってございますので、

どうしても、すみません、３月に切替えというよ

うな年度は超えられないので、そこは手続のタイ

ミングとかを少し、あまり負担にならないような

形での御案内はできると思います。 

○佐藤あい委員 お願いします。 

○長谷川たかこ委員 辰沼小学校の仲野元校長先生

からも御要望があったように、以前からお話しし

ていますけれども、不登校児童・生徒に対するア

ンケートを行ってほしいという部分で、先ほど伊

藤委員や佐藤あい委員からも強い要望があったの

で、これは以前もタブレットなどを活用してアン

ケートを行ってくださいとお話ししたときには、

予算審議前は建設的にというふうにお話ししてく

ださったので、これをやっていただけるというこ

とでよろしいでしょうか。 

○教育相談課長 今、おっしゃった仲野先生から御

紹介いただいた国が行ったアンケートがございま

すので、そちらを参考にさせていただきながら、

令和６年度内にできるかどうかちょっとこの段階

ではあれなのですけれども、前向きにできるよう

に準備の方はしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○長谷川たかこ委員 期待しておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

  一括で議論したいと思いますので自民党からお

願いします。 

○くじらい実委員 ２件とも継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 ２件とも継続です。 

○ぬかが和子委員 どちらも採択でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 両方採択です。 

○佐藤あい委員 両方継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは、採決をいたします。 

  本件２件は、継続審査とすることに賛成の方の

挙手を願います。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。したが

いまして、継続審査と決定をいたしました。 

  次に、（７）５受理番号４４ ペアレント・メ

ンター養成講座の条件緩和と全小・中学校へのア

ウトリーチ新規支援事業を求める請願を単独議題

といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は何か変化はありますか。 

○支援管理課長 この度、養成研修の方をさせてい

ただきまして、都合４名の方が受講した状況にな

っております。 

  以上でございます。 
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○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 ４名受講というのは、４名登

録できることになったということでしょう。 

○支援管理課長 これについては、あくまでも団体

の方で推薦が上がって、研修を受けていただいて、

修了証をお渡ししているという段階でございます。 

○長谷川たかこ委員 どうもありがとうございます。 

  ６日間が、今回、インフルエンザとか、お子さ

んの体調の不具合とかで、どうしても出られない

という方々も数名いらっしゃったので、こま数で

考えていただけるという講師の先生がおっしゃっ

ていたので、来年度はこま数ということで、例え

ば１こま、２こま取った人たちは、プラス何こま

か補完すればいいという形で受講して登録すると

いうことで解釈しておいてよろしいですか。 

○支援管理課長 こちらについては、先生の講師の

方といろいろとお話をさせていただきながらやっ

てまいりますけれども、確かに既に大学の授業じ

ゃないですけれども、単位は取っていますよねと

いうことであれば、そういった形もあろうかと思

います。 

○長谷川たかこ委員 そうしますと、来年度も定期

的にコンスタントに開催していただかないと、そ

れが続いていかないことになってしまうので、来

年度必ずまた研修をするということでお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○支援管理課長 長谷川委員もよく御案内かと思い

ますけれども、養成研修自体は実を言いますと東

京都の時代も３年に１回あって、その後にフォロ

ーアップ研修とか随時やっているものでございま

すので、そのあたりについてはいろいろと検討し

たいと思います。 

○長谷川たかこ委員 ３年に１回だと、すごく間が

空いてしまって、お母様たちの熱意も薄れて、薄

れるということはありませんけれども、できるだ

け熱意を持って受講されていらっしゃるわけです

から、継続性を持って来年また養成講座をして、

足りない分はそこで補完をさせていただくという

ふうにしていただきたいと思いますので、要望で

す。よろしくお願いいたします。 

  そうしますと早速４月から走り出すと思うので

すが、今朝も養成講座を受講された方から御連絡

がありました。是非とも、福祉まるごと相談課の

方にタイアップをして活動してみたいのだという

お話がありました。 

  そこで、課長にお話をしたところ、ちょっと何

かお答えがあまり、何て言えばいいでしょう、と

にかく福祉まるごと相談課でペアレント・メンタ

ーが待機して、そこに何でも相談という形で入る

わけですから、もちろん入ってくるだろうという

期待を持っていらっしゃるわけです、お母様たち

は。ここからつながるというワンストップの支援

を是非つくってくださいと、朝も情熱的な御連絡

をいただいているのですけれども、いかがでしょ

うか。 

○副区長 福祉まるごと相談課は、福祉部の方でこ

れから立ち上げる組織でございますけれども、ま

ずは今の体制で立ち上げてみて、区民の皆様の

様々な思いは十分理解しますけれども、まずは今

のスキームで動かしていって、その中でそういう

協力関係が取れるのかどうなのか検討させていた

だきたいと思います。思いは十分理解させていた

だきました。 

○長谷川たかこ委員 区長がとても目玉施策にされ

ていて、絵に描いた餅にしたらいけないとおっし

ゃっているのです。予算審議でずっとお話し聞い

ていたのですけれども、ほかの議員とかも質疑さ

れていたので私たちはワンストップでやるのだと

思ったら、執行機関がワンストップじゃありませ

んとかという話があったりとか、何かあまりにも

漠然とし過ぎていて、何をやるのかという詳細な

ことと、それが福祉まるごと相談課があることで、

どういう何か還元が区民にあるのかというのが見
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えてこない部分がありまして、これから私たち会

派は、先進的に福祉まるごとをやっている自治体

が幾つもあるので、そこをしっかり勉強しながら

政策提言をして、よりよいものにしていこうとい

う思いでいるのですけれども、今朝方はそうやっ

てペアレント・メンターの講座を終了した区民の

方から、そういう情熱的なお言葉もいただいてい

るので、是非そういうところを枝葉に分かれた形

で、みんなで一体的にワンストップで流れるよう

な組織を構築して、本当に区民の皆様のためにな

る、よりよい施策を構築してもらいたいと思いま

すので、是非よろしくお願いいたします。要望で

す。 

○吉田こうじ委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 継続でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いいたします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは、これより採決いた

します。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

  また、開会から２時間を経過いたしましたので、

ここで５分を目安に休憩を取りたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします 

午後３時３６分休憩 

午後３時４２分再開 

○吉田こうじ委員長 それではおそろいのようです

ので、再開いたします。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、所管事務の調査を議題

といたします。 

  （１）学校ＩＣＴに関する調査についてを単独

議題といたします。また、報告事項（３）、（４）、

（８）が本調査と関連しておりますので、併せて

教育指導部長から報告願います。 

○教育指導部長 恐れ入ります、文教委員会の報告

資料の６ページをお開きください。 

  学校と保護者の連絡ツールに関するアンケート

の結果でございます。 

  学校と保護者の連絡ツールの「Ｃ４ｔｈ Ｈｏ

ｍｅ＆Ｓｃｈｏｏｌ」のアンケートを昨年１１月

から１２月に実施をしたものでございます。（４）

のところで、アンケートの結果、大きく三つお載

せしております。 

  学校のお知らせについては、便利・やや便利が

８割、それから区のお知らせについては７割、欠

席連絡については９割と高くなっております。 

  それぞれ改善要望が出ております。 

  すぐに対応できるものに関しては対応を、また

事業者に改善要望するものについては、要望を上

げるようにいたします。 

  続いて７ページでございます。 

  今後の対応でございます。 

  こちらについては、保護者、それから学校とも

情報共有をしていきたいと考えております。 

  続きまして、８ページ、ＡＩドリル小学校低学

年での試行利用についてでございます。 

  今年度は、試行利用ということで、小学校１、

２年生にＡＩドリル、この利用をいたしました。 

  こちらの項番１のところ、利用状況でございま

す。 

  １年生は、当初は生活指導に重点を置くために、
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少しこのグラフを見ていただきますと全体的に下

の方にありますけれども、２年生については、ほ

かの学年と比較しても活用状況は良好でございま

した。 

  次のページ９ページでございます。 

  現場の声でございますが、こちら低学年でも、

おおむね問題なく活用ができているということで、

令和６年度は本格導入をしたいと考えております。 

  続きまして１６ページに飛んでいただきますよ

うお願いいたします。 

  ２回目のデジタル教科書の効果検証についてで

ございます。 

  こちら項番１でございますけれども、小学校５、

６年生、中学校１年生から３年生、それから教員、

保護者ということで実施をしております。 

  調査結果、次のページ１７ページになっており

ます。詳細は１９ページ以降にございますが、１

７ページには抜粋したものになっております。効

果のあった事項を抜粋しております。 

  外国語については、中学生、それから中学校の

教員について理解が深まるというような肯定的な

回答が増えております。 

  続いて１８ページでございます。 

  今度は課題のあった事項、（２）のところ、家

庭学習でのデジタル教科書を使った課題について

は、小・中ともに教員については難しさを感じて

いるという結果が出ております。 

  項番４のところで国の方針、来年度は外国語に

ついては全員に提供というふうになっております。 

  今後も区独自の効果検証はこれで終了はいたし

ますけれども、効果的な指導について継続してま

いりたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは何か質疑ございます

か。 

○佐藤あい委員 ６ページのＣ４ｔｈの件なのです

けれども、１点伺いたいのですが、こちら学校に

よっても違うのかもしれないのですけれども、先

生たちがどの程度きちんと確認ができているのか

なと、保護者の方もそうなのですけれども、先生

の方もどうかというのがありまして、例えば欠席

の登録をしても数日間未確認のままであったりと

かというのがあったりするのです。実際それは先

生によって学校によって違うかもしれないのです

が、そのあたり確認はされていますでしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 今、佐藤委員おっしゃ

ったように、確認されていないという保護者様か

らの声が今回のアンケートでも上がっていました。

ですので、各学校に対して改めて確認をするよう

に、不安に思われている保護者さんがいますので

ということでお話ししたいと思います。 

○佐藤あい委員 是非お願いします。結局、またそ

れでは不安で電話してしまってという二度手間に

なってくるので、それはお互い無駄だなとも思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 

  あと、８ページの方のＡＩドリルの件で１点伺

いたいのが、ＡＩドリルのいい点★★と、個々が

学習を進めたいなというところで、個々の能力に

合わせてというか、進んでやりたい子は進めてい

ったり、繰り返し復習したい子は復習ができたり

とかというところもあると思うのですが、これも

学校によるのかもしれませんけれど、勝手に例え

ば小４の子が、「英語はやらないで」と言って怒

られた、勝手にやらないでくださいみたいなとい

う指導があったと。それせっかく意欲を持って学

ぼうと思っている子に対して、それはどうなのだ

ろうなと思ったのですが、そのあたりいかがでし

ょうか。 

○教育政策課長 個別の状況なので、私もその辺は

詳しく分からないので調査したいと思いますけれ

ども、教科の特性によって、まだまだ伸び代があ

る教科もあるなと正直思っています。もし特に小

学校の英語については、私が見ても内容的に小学

校としては学習内容と合っているものと、合って
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いないものと若干あるのかなと思う部分もあった

りするので、よく分かっている教員ほど、「まだ

ちょっとそこは使わないでね」というところもも

しかしたらあるのかなと、今、聞いていて思った

ところもあります。いずれにしても、そういった

実態については、これから調べていきたいと思い

ます。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。せっかく

意欲を持ってという中で、やることで怒られちゃ

うと、もう次から自ら学ぼうという意欲がなくな

ってしまうと思いますので、まず実態調査をお願

いいたします。 

  以上です。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、報告事項を議題といた

します。 

  （１）、（２）、（５）、（９）、（１０）、

以上５件を教育指導部長から、（１１）から（１

４）、以上４件を学校運営部長から、（１５）、

以上１件を生涯学習振興公社事務局長から、（１

６）、以上１件を子ども家庭部長よりそれぞれ報

告を願います。 

○教育指導部長 恐れ入ります、報告資料２ページ

をお開きください。 

  教育振興ビジョンの修正でございます。詳しく

は別添資料１にまとめをしておりますので、後ほ

どお目通しをいただければと思います。 

  今回、点検評価委員からの提言を反映して修正

を行うものでございます。 

  追加指標を全部で三つ設けております。 

  まず項番１のところの追加指標１、こちらにつ

いては、睡眠に関する成果指標の設定をしてござ

います。 

  それから、追加の指標の２でございます。 

  こちらも教育・保育施設で「歯みがき指導」を

実施する、こういった子どもが取り組む状況につ

いて改めて活動指標を設定するものでございます。 

  続いて３ページでございます。 

  いじめの早期発見・早期対応への提言がござい

ました。 

  こちらも、実際に早期対応ができているのかと

いう具体的な指標を加えてはどうかという御提言

がございましたので、いじめの相談受付後５日以

内に対応した割合をこちら追加をしております。

修正したビジョンについてはホームページ等で公

表してまいります。 

  続いて４ページでございます。 

  学校図書館利活用推進プランの策定でございま

す。こちら、詳細は５ページにおまとめをしてお

ります。 

  学校図書館の利活用推進のために、教育委員会

と学校とで目的、それから指標、注力すべき取組

を共有するものでございます。 

  ５ページを御覧いただきまして、目指す児童・

生徒像でございます。 

  「読みたい！調べたい！自ら学びを深めるあだ

ちの子」ということで、探求心を培う、主体的に

学ぶ子どもたちを育成するための目標を掲げてご

ざいます。指標については、成果指標、右上のと

ころにお載せしております。不読率を下げる、そ

れから読書★★を増やすというようなものと、活

動指標についてはそれぞれの学校図書館の機能ご

とに、こちら設定をしております。改めて、こち

ら活用計画の方も作成をいたしまして進捗管理を

行ってまいります。 

  続いて１０ページでございます。１０ページを

お開きください。 

  英語教育のグランドデザインの策定でございま

す。こちらも、次のページ１１ページ、Ａ３判で
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詳細をお載せしております。 

  小・中学校における英語教育の学習到達目標を

示しまして、授業改善の指針とするものでござい

ます。 

  項番２のところでタイトル、使える英語力とい

うところをキーワードとしております。 

  また、目指す児童・生徒像ですが、「間違いを

恐れずに、自分の考えを英語で表現できる」、こ

こを重視してございます。 

  それから、（３）のところでございますが、到

達目標のところでございます。 

  中学校３年生のときに、ＣＥＦＲ Ａ１相当、

英検３級相当を取れるようにということで、その

ほかの指標をお載せしております。 

  続きまして、２９ページをお開きください。少

しページが飛んでまいります。 

  図書館を使った調べる学習コンクールの全国コ

ンクールの結果でございます。 

  審査結果、今回は、足立区、入賞お１人受賞さ

れております。全国で３３名ということですから、

すばらしい賞を受賞しております。そのほか、優

良賞、奨励賞を含めまして入選１７５作品、こち

らの詳細については、（３）以降にお載せしてご

ざいます。 

  こちらは、足立区のホームページ等で紹介をい

たしまして、また、来年度以降も取り組んでまい

りたいと考えております。 

  次のページ３１ページでございます。 

  流山市立おおぐろの森中学校の視察の結果の御

報告でございます。 

  先進的な取組というふうにこの委員会の中でも、

本会議等でも御紹介はございましたので、２月に

行ってまいりました。 

  流山おおたかの森の周辺の人口増加ということ

で、令和４年の４月に開校したものでございます。 

  項番７のところで、具体的な教育内容をお載せ

しております。 

  校則の撤廃ということで、その分、教師の指導

時間の削減等につなげております。 

  また、同様に部活動の朝練を廃止して、生徒の

睡眠時間を確保しているというものでございまし

た。 

  次のページ３２ページですが、ＩＣＴ教育の環

境においても整ってございました。また、そのほ

か夏休みの家庭学習、こちら一律の課題というの

を廃止するなど、業務改善にも取り組んでおりま

す。 

  項番８のところで、今後の方針でございます。 

  （２）のところに自動採点システムとございま

した。一部足立区の中学校でも活用しております

けれども、費用対効果、それから活用状況などを

見ながら検討してまいりたいというふうに思って

おります。 

  以上でございます。 

○学校運営部長 恐れ入ります、引き続き報告資料

の３３ページをお開きください。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  この度は、東渕江小学校改築自校内の仮設校舎

が不調ということで建てる見込みが立たず、地域

の皆様、また学校関係者の皆様に大変御迷惑をお

掛けいたしました。申し訳ございませんでした。 

  対応策の方針としまして項番１に書かせていた

だいておりますが、旧こども家庭支援センターに

ある仮設校舎を引き続き使わせていただきたいと

いうことで方針の方を決めさせていただきました。 

  方針の決定に至った理由ですが、４点ございま

す。 

  まずは、子どもの教育環境が整うということ、

それから二つ目として、旧こども家庭支援センタ

ーの跡地活用のスケジュールの影響が最小限にと

どまることが確認できたこと、また、今回最大の

課題でありました仮設校舎の入札不調ということ

の課題が解消できますので、工期の短縮が図れる

こと、４点目としましては、経費を比較したとこ
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ろ３億円の経費削減が見込まれることが確認でき

たこと、このあたりにおいて方針の方を決めさせ

ていただいたところでございます。 

  今後の対応ですが、バス送迎が基本になります

ので安全対策、最大限努力すること。それから、

保護者会等でも個々のお子様の事情をお聞きして

おりますので、学校と共に可能な限り対応してい

きたいというふうに思っております。また、今後、

新校舎建て替えに伴っては解体と建設工事を一緒

に発注するなどして、工期の遅延を最大限防止す

る方策を検討していきたいということ。最後です

が、旧こ家センの跡地利用については地元の要望

を丁寧に確認しながら、施設の設置に取り組んで

いくということで今後の対応とさせていただきま

した。 

  また、３４ページの方には、２月２９日に保護

者向け説明会を開催いたしましたので、この方針

について説明させていただいた結果の方を記載さ

せていただいております。 

  この日は、ちょうど２時からが低学年、それか

ら３時から高学年の各クラスの保護者会がござい

ましたので、それが終わったタイミングで保護者

向け説明会を開くというような設定をさせていた

だきました。参加者の方、２回合わせて１０７名

の方に参加していただいたところでございます。 

  主な質疑内容ということで、７点記載をさせて

いただいております。 

  １点目は、やはりもともとの考え方の自校内の

仮設に無理があったのではないかというような御

意見がございました。 

  また、２番目、３番目の質問については、今後

の新校舎の建て替えというのは大丈夫なのか、あ

るいは東綾瀬中学校の仮設校舎の改修というのは

きちっとできるのかというあたりの御質問いただ

きました。 

  ４から６については、バスの関係のことのお尋

ねがあったところでございます。 

  また、７番については、プール等の方、今、既

に解体しておりますので、その実施はどうなるの

かということで御回答させていただいたところで

ございます。 

  続きまして、３５ページの方をお開きください。 

  給付型奨学金及び返済支援助成について、検討

課題の方を報告をさせていただきます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  １月２５日に育英資金検討委員会を開催いたし

まして、給付型奨学金については４点、返済支援

助成については１点の御審議をいただいたところ、

給付型奨学金については１項目を了承、３項目は

引き続き継続審議ということ、それから返済支援

助成についても継続審議という形になっておりま

す。 

  了承いただいた点については、応募時の成績の

関係で、評定平均４．０以上というのは厳しいの

ではないかということで、その対応策として一斉

テストを実施するということを了承していただい

たところでございます。 

  また、継続審議になった点については、入学し

た後の評定ですけれども、この評定の４．０とい

うのはどうするかという点、また、次の３６ペー

ジになりますが選考の際の足切り等について２項

目ほど御審議いただきましたが、いずれも継続審

議となったところでございます。 

  また、（２）の返済支援助成、社会人と言うの

ですか、大学卒業後の返済支援の関係についての、

こちらについても継続審議という形で会議の方は

終了したところでございます。 

  ３７ページにありますが、今後の対応というこ

とで、令和６年度については御審議いただいて了

承いただいた一斉テストの方を実施したいと思っ

ています。今回の令和６年度の当初予算にも経費

の方を計上させていただいておるところでござい

ます。また、継続審議となった点についても引き

続き審議をさせていただきたいと思っております。



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３７  

 

同様に返済支援助成についても、審議を継続した

いというふうに思っておるところでございます。 

  続きまして、３８ページをお開きください。 

  件名は学校保健統計書（令和４年度）の実績の

概要についての報告となっております。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  統計書の主な内容ですが、（１）から（７）ま

で記載をさせていただいております。 

  概要としては、肥満の傾向が過去５年間で少し

ずつ増えているような状況が見られるということ。

全ての学年で全国東京都の方から上回っていると

いうようなことが足立区の子どもたちの状況が見

えてまいりました。 

  ３９ページに移ります。 

  （２）番ということで、貧血・小児生活習慣病

予防健診のデータを折れ線グラフで出させていた

だいております。女子の割合の方が男子より高め

というのが読み取れるかというふうに思います。 

  （３）ですけれども、虫歯の関係は、小学校、

中学校ともに減少傾向にあります。グラフを見て

いただくと右の方に下がっている状況が読み取れ

るかと思います。残念ながら全ての学年で、まだ

まだ東京都の平均を上回っているという状況には

なっているところでございます。 

  今後、ホームページ等でこの内容については掲

載したいというふうに思っております。 

  続きまして、４０ページをお開きください。 

  件名は、物価高騰による学校給食費の増額（案）

についてでございます。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  近年、物価高騰等で学校給食の方もなかなか賄

いが厳しい状況が続いておりますので、学校給食

の質の低下を防ぐためにも、定期的にきちっと金

額を上げさせていただきたいというように思って

おりまして、令和６年度についても、項番の２に

記載がありますが、小学校については１食当たり

１４．１円、中学校については１６．１２円、夜

間学校については１６．１７円の金額の方を上げ

させていただいて、給食の方の質の方を何とか確

保していきたいというふうに考えております。 

  私からは以上でございます。 

○参事（生涯学習振興公社事務局長） 令和６年度

公社事業概要、収支予算説明書を御覧ください。 

  まず１ページをお願いいたします。 

  １番の概要説明でございます。 

  公社の職員数につきましては合計４０名となっ

ております。 

  ２番の組織機構についてでございますが、令和

６年度は学習・スポーツ事業課と文化活動支援課

を統合し、学習事業課とします。 

  ３番の令和６年度の経営方針と重点事項は記載

のとおりでございます。 

  ２ページを御覧ください。 

  令和６年度の主な事業を説明いたします。 

  １番のあだち放課後子ども教室事業でございま

す。 

  （１）の安全管理講習会は、学習センター等で

３０回実施をする予定でございます。 

  ２番の生涯学習事業でございます。 

  （２）の小学校アウトリーチコンサートは８校

で２４回実施をいたします。 

  （４）の０歳からファミリーコンサートを昨年

度に引き続き実施をいたします。 

  ３ページをお願いいたします。 

  収支予算について説明をさせていただきます。 

  まず経常収益収入でございます。 

  １８番の経常収益計は、区の補助金２億９，３

１１万３，０００円を含む３億１，７９８万５，

０００円となります。 

  ６ページをお願いいたします。 

  経常費用の支出でございます。 

  ８４番の経常費用計は３億２，１２３万５，０

００円となります。 

  ７ページを御覧ください。 
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  ９０番の当期一般正味財産増減額は、収入から

支出を引いたマイナス３２５万円となります。最

終的に９６番、正味財産期末残高は１７億２，４

５０万円余となります。 

  私からの説明は以上でございます。 

○子ども家庭部長 教育委員会報告資料の４１ペー

ジにお戻りください。 

  令和６年度ジュニアリーダー研修会の宿泊キャ

ンプ参加費用（案）についてでございます。 

  ジュニアリーダー研修会には宿泊キャンプがご

ざいますが、これまで参加費ということでお金を

いただいておりますけれども、その自己負担額を

減額したいということで、現在当初予算（案）の

方に計上させていただいているものでございます。 

  項番１の自己負担額を減額する目的でございま

すけれども、金銭的な負担が理由で子どもたちの

活動に参加できないということがないように、自

己負担額を減額したいというものでございます。 

  項番２に宿泊キャンプの２泊３日の負担金の料

金が出ておりますが、令和５年度は自己負担額１

万３，０００円を頂いておりましたけれども、令

和６年度は５，０００円という形にさせていただ

きたいと考えております。こちら就学援助の方は

無料となります。 

  ４２ページ、項番３でございますが、令和６年

度のキャンプの予定でございます。 

  今後の方針として、委託先の少年団体連合協議

会とも詳細な協議をしてまいる予定でございます。 

  私からは以上です。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑をお願いします。 

○ぬかが和子委員 絞りますけれども、３点、でも

質問させていただきます。 

  一つは、給付型奨学金のことなのです。とりわ

け了承されたという、今後、４．０以上という点

での、ここに該当しない人を対象にしてテストを

やるという点なのですけれども、今までの給付型

奨学金の審査方法で言うと、５．０の人は１０点、

４．０の人は０点なわけです。あとは、所得状況

です、それで１０点満点から０点まで。そうする

と、はっきり言って４．０の人、０点の人はほと

んど入らない。そういう実情があったのですけれ

ども、４．０にいかなくてテストで救済すると、

これどういう扱いにするのでしょうか。 

○学務課長 今、ぬかが委員おっしゃられたところ

が課題というふうに考えましたので、まだ検討中

ではございますけれども、テストのお子さんが入

ってくることもありますので、今までの評定平均

の４．０以上ある方については点数化する方向で

はないやり方を、今、検討しております。４．０

あればもうよいというような、そういう採点の仕

方を、今、考えているところです。 

○ぬかが和子委員 恐らく、それしか矛盾なくやる

というのは、できないと思うのです。つまり４．

０なのか５．０なのかじゃなくて、それを救うた

めにテストの人も含めて同等扱いにしてしまうし

かなくなってしまうと、あとは所得で判断すると

いうことになると思うのです。 

  そうすると、確かに一見いいことのように見え

るけれども、一方で当初区長も言っていたような、

例えば少し所得はあるけれども、この基準内に収

まるぐらいの、あるけれども、そういう御家庭で

も私立の医学部なんていうのはとても難しいと、

せっかく子どもが成績優秀なのでと、ついこの間

も訴えられたのですけれども、だけれども、どう

しても私立の医学部に行けないという人なんかは、

所得があれば間違いなく落ちてしまうわけです。

そういうやり方でいいのかという点がいろいろ、

これをやればこれがというふうになってしまうと

思うのですけれども、先ほどは条例案の方は否決

されましたけれども、こっちは要綱でできるとい

うことで、やっぱり漏れた人への救済策、支援策

というのを検討していくべきだと思いますが、ど

うでしょうか。 

○学務課長 やればやるほどいろいろな課題が見え
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てきているところですので、漏れなく、いろいろ

な広い範囲で救えるようにということは今後も引

き続き検討してまいりたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 あわせて、今後この大学生を２

年目、３年目、４年目をどうするのかという点で

は、まだ結論は出てないということですけれども、

ここにある方向性というのはとてもいいと思いま

すので、そういうことで是非進めていただきたい

と思います。 

  それから、時間もあれなのでどんどん行きたい

と思うのですけれども、このグランドデザイン、

英語のやつです。英語教育グランドデザインのこ

とで質問させていただきます。 

  この表で素朴な疑問なのですけれども、なぜ小

学校４年生、６年生、中１、中２、中３なのかと

いうことなのですが。 

○教育政策課長 小学校４年生というのは、外国語

活動の一つのゴールです。３年生、４年生という

ことです。教科になっていない外国語活動の方で

す。小学校５、６年生は教科となった英語の一つ

のゴールということです。中学校は３学年なので

すけれども、学年ごとに分けて分かりやすい形で

年度末のゴールはある程度の★★として示してお

ります。 

○ぬかが和子委員 つまり教科になっていない外国

語活動の最終学年と、それから教科になっている

英語としての小学校の最終学年、ここで、これで

見ていくということなんだと思うのですけれども、

ただ、その上で中３のところのＣＥＦＲの目標が

Ａ１レベル相当が６０％以上ということなのです

か、これは。 

○教育政策課長 そのとおりでございます。国の教

育振興計画が６割ということでありましたので、

区も同様に設定しております。 

○ぬかが和子委員 これ６０％というのは、本当に

厳しいなと思っているのです。非常に心配なのは、

ちょうど教科書選定のときに教育委員の先生方が、

言われていたことを思い出すのですけれども、教

育委員の先生方が、特に入り口の英語というのは

英語嫌いにしないでほしいと、とにかく英語を歌

ったり、しゃべったり、楽しめるということで教

科書を選びたいというふうに言われて、そういう

教科書が選定されたと。それ大事なことなのだけ

れども、どうしても数値目標、それからＣＥＦＲ

のＡ１レベルを中３生でと考えると、ここには全

部ＰｒｅＡ１になっちゃっているわけです。小学

校４年生からＰｒｅＡ１なのです。そういう目標

を持って、しかも到達率じゃないけれども、この

Ａ１レベル相当を６０％という数値目標を持っち

ゃうと、どうしても数値が独り歩きしちゃうし、

数値に縛られちゃうのではないかと。そういう点

での英語嫌いをつくってしまうのではないかとい

う懸念があるのです。その辺どうでしょうか。 

○教育政策課長 ぬかが委員のおっしゃるとおりだ

と私も思っている部分もありまして、まず小学校

の段階で英語嫌いを生ませないというのが最大の

目標にしております。実はこの成果指標を見てい

ただければ分かるとおり、小学校の指標は意識調

査のみです。英語が好き、ここを数字をとにかく

落とさないで何とか中学校に接続していくこと、

そして、小学校の外国語活動、英語の授業を小中

連携の視点で中学校がきちんと理解した上で、中

学校１年生を受け入れながら、そういった授業を

踏襲しながら教科の学習を進めていくということ

で考えているということがありまして、そこを

小・中それぞれの教員が共通認識を持つというこ

とが非常に大事だと思っております。 

  数値目標につきましては、ややもすると、なか

なか子どもの実態からすると、この数字は厳しい

ので、うちの学校ではもうちょっと数値を下げた

いというような声がどうしても出るのですが、そ

の気持ちもすごい分かるんですけれども、やれば

子どもたちの力が付くということは私たちは身を

持って分かっているので、そういった先生方のい
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い実践事例を共有しながら何とかこの目標を目指

していこうと、これは達成しなければならない目

標ではなくて目指すべき目標なのだということで

誤解のないようにきちんと、昨日もこれをどう通

知するかということで課内でも非常に私も頭を悩

ませながら担当者と文言をつくったのですけれど

も、そこは理解が得られるように校長を通して現

場の教員が一致団結して理解して取組につなげて

いけるように十分に配慮していきたいと思ってお

ります。 

○ぬかが和子委員 うちの西の原議員、元区内の中

学校の英語の先生で、やっぱり国語なんかとの最

大の違いは、英語嫌いの子はアルファベットを見

るのも嫌だと、日本語は国語は嫌いで見ると言う

のです。そのぐらい英語を好きになるか、好きじ

ゃなくなるかというのは差が大きいので、是非そ

こを大事にしてほしいし、今、言われた、この数

値目標に縛られないで、つまり今までの学力テス

トの通過率と同じだというふうに思われたら大変

だと思うのです。だからそこはしっかりと徹底し

ていっていただきたいというふうに要望させてい

ただきます。 

  それから、東渕江小学校の問題で、予算委員会

でもうちのはたの議員がやったので、細かいこと

は申し上げませんけれども、コピー代がもったい

ないから同じもの持ってきたのですけれども、ど

うしてもこの前の予特のときの答弁で、いろいろ

はたの議員が、バスが停留する、（資料を示す）、

ここを工事してやるわけです。バスは一通だから、

こうしか出ていけないわけです。この道路という

のがグリーンゾーンもあって通学路になっていて

ということで、そういうところをバスが１時間６

台貸切りで何往復もするわけです。何回も入って

いって、出ていってということをやるわけです。

これ大丈夫なのですかという質問をしたときに、

区の方は答弁で、まだいろいろこれから決めるの

でということを繰り返しになりますがと答弁して

いるのですけれども、繰り返し答弁してだって、

ここにバスブースを造るし、ここは一通だから、

こう入ったら、こう出るしかないというのは決ま

っているわけじゃないですか。その辺どうお考え

なのですか。 

○教育長 今、ぬかが委員おっしゃったように、そ

こを駐車場として使うということと、６台のバス

を使って子どもたちを駅前の仮設校舎まで運ぶと

いうことについては、決まっております。その狭

い道をどういうふうに安全を担保しながらやって

いくかということについては、細かい工夫をこれ

から決めていかなきゃいけない。何ですか、警備

員をどこに立てるとか、何人立てるのがいいのか

ということを細かくこれからシミュレーションし

ながら決めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○ぬかが和子委員 そういうところを細かくやると

いう、警備員さん、基本的にはここに１人と、そ

れからバスの方に１人ということだけれども、う

ちのはたの議員が委員会の中で指摘もさせていた

だいて、またそれ以外のこともあるのですけれど

も、このバスの通路そのものが通学路なわけです。

ほかの区と違って、一旦東渕江小学校まで通わな

きゃいけないわけです。その通学路でもあるとい

うことと、それだけじゃなくて、そのバスの通路

のところは、蒲原中のすぐのところ、桜並木のあ

んまり広くない、決して広くない道路を通って東

渕江小学校に戻ると、ピストン輸送をするわけで

すけれども、そういう点ではそこも通学路になっ

ているところです。そういう安全性の問題もある

のではないかと思うのですけれども、どうでしょ

うか。 

○教育長 今、御指摘いただいたような点も確かに

あるかなというふうに思います。ですので、実際

のシミュレーションをこれから計画しているので

すけれども、実際に走る時間に合わせて同じよう

に通って、どういう危険性があるのかというのを
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議員方にも乗っていただきますし、地元の皆さん

にも乗っていただいて、それを忌憚なく言ってい

ただいて、では、どうすればそれを回避できるか

ということを具体的にやっていきたいというふう

に考えます。 

○ぬかが和子委員 本当に、はたの議員が見せた写

真はもっとあれだったけれども、ここは間違いな

くバスが通らなきゃいけない通学路で、一方通行

の３０ｋｍの道路ということで、これ、東渕江小

の目の前です。こういうところを通って、ここを

子どもたちは通いながら、しかもバスも通ると、

この道を間違いなく通るわけです。そういう点で

は安全性のことをしっかり考えていただきたいと

いうのが１点と、もう１点は今日の報告資料の中

の主な質疑内容で、本当にそのとおりだなと思っ

ていることがあって、最初のクエスチョンの自校

内仮設で進めるということ自体に問題があったの

ではないかという意見が出てしまうというのは、

最初のスタートラインの設定の仕方がどうだった

のかということになってしまうわけです。これは

今後の建て替え問題にも響いてくると思うのです。 

  そこを十分議論しながら提起するとか、そうい

うことをやっていかないと、同じような失敗を繰

り返してしまうと思うのです。その辺を今後の方

向性として考えていっていただきたいのですが、

どうでしょうか。 

○教育長 今回、私どももこの東渕江の件で本当に

様々御迷惑を掛けて申し訳なかったなと思ってい

るのですが、学校改築におけるこういう仮設校舎

の問題を統一的に解決できれば一番いいとは思う

のですけれども、やはりどうしても大原則、自校

内で処理をしなければいけないケースがほとんど

だというふうに思います。 

  ただ、そういう中でも改築の工夫であったりと

いうようなところで課題を解決できるケースもあ

るのかなと思いますので、今後具体的に個々の学

校の位置、ロケーションに基づいて、最善の策を

検討できるようにしていきたいというふうに思っ

ております。 

○ぬかが和子委員 自校内仮設をしかも自校内仮設、

西新井小学校のように本校じゃなくて仮設、本校

だと大変だからということを前提に考えていくと

いう発想がやっぱりどうなのかと。結局はこの間

の建て替えで言うと、★★みたいのがあって、千

住地域なんかそうです。そこに子どもたち、中学

校だったから通わせることできたと、そういうこ

とを方向性として持つようなことを考えていかな

きゃいけないのではないですか。 

○教育長 どうしてもしようがなければ、これ自校

内処理でやらざるを得ないというところはあるか

と思うのですけれども、具体的に今後改築をして

いく学校は、あらかじめ計画で考えられますので、

これは教育委員会だけではなくて、例えば公園を

使ったりというようなところもあれば、都市建設

にもまたお声を掛けて検討するとか、そういう幅

広い検討を踏まえた上で具体的な改築作業に入っ

ていくというふうにしていくのがいいのかなとい

うふうに思います。 

○ぬかが和子委員 本当に建て替えそのものは別に

ずっと何十年続くわけじゃないわけだから一つの

学校では、そういう点では全庁的にそういうこと

も考えて、本当にそういうボタンの掛け違いとか、

ほかの進めてきたまちづくりに支障を及ぼすよう

なやり方にならないようなことをよく考えながら

提起していくべきだというふうに思いますし、あ

と、クエスチョン７のところのプール事業の問題

で、東綾瀬公園の温水プールが使えるから大丈夫

ですよという回答についても、これまた送迎バス

を使うということでは、いろいろな点でちょっと

心配もあると、今日ずっと聞いていられないので

また後日教えていただきたいと思いますけれども、

やっぱり現場からは、こういうやり方でプール授

業をやっているときに思ったよりも全然プール、

当たり前ですけれども、時間が取れないと。だか
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らプールの会社も減ったという声は本当にたくさ

んありますので、その辺も十分考えていっていた

だきたいし、後日これこうなりましたということ

も御報告いただきたいということを要望させてい

ただいて終わりたいと思います。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○長谷川たかこ委員 おおぐろの森中学校視察結果

についてです。 

  昨年の足立区議会第４回定例会で、おおぐろの

森中学校のすばらしい取組について政策提言させ

ていただきまして、常任委員会の方でもこの取組

を導入すべきということで視察の要望をさせてい

ただきました。早速２月７日に１５名の皆様で行

っていただけたということで、流山市の方も教育

長はじめ皆様がお出迎えしてくださりということ

で、予算審議中では今回の視察をここで終わりに

せずに行政間での広域連携という部分で是非親睦

を深めていただきながら、お互いの情報共有とい

うところで定期的な会合を開催するなどして取組

を前に進めていただきたいですということを御提

案させていただきました。また再度の御回答をお

願いいたします。 

○教育長 今回、本当に特に東京都ではなくて、流

山市というところで、具体的に校舎もすばらしい

校舎で本当に子どもの心が和むような、本当に実

際に行ってみて初めて分かったこともあります。

で、子どもの主体性を生かすという部分で非常に

いい取組をたくさんされているなということで学

ぶべきところ、たくさんあると思います。 

  ただ、この前も御答弁したとおり、あちら側も

かなり視察の対応も大変なような様子でございま

すので、私どもも今回の視察の結果を受けて、個

別具体的に確認をしたい事項、更に教えてもらい

たい事項については個別にまた行くなり、電話で

確認をさせていただくなりということで、関係に

ついては続けていきたいなというふうに思ってお

ります。 

○長谷川たかこ委員 ありがとうございます。 

  そうですね。ポイントを絞って、あちらもすば

らしい取組なので全国の方からもすごく視察が入

っているというお話は聞いておりますので、こち

らの方でもポイントを絞って、また更に出向いて

いただけるというようなお話もありましたので是

非積極的に、その関係性を是非継続していただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

  教員の働き方改革で、自動採点システムが入っ

ていて、来年度は流山市中学校、全校入り、これ

が年間、この採点システムの諸経費が１校につき

１４万円ということをお聞きしております。 

  足立区の方でも是非、こちらの３時間の業務が

３０分に削減されるので導入してくださいという

お話をしましたところ、何と８校、足立区ではも

う既に入れていますよというお話しもいただきま

した。これを更に足立区全中学校の方に是非導入

していただきたいと思いますが、区のお考えはど

のようなものでしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 既に８校、無料の体験

版というのもありますので、そういったものも含

めての数になりますが、入れています。 

  声としては、やはり楽になったという声も多い

ものですから、こういったシステムというか、自

動採点システムがあるということを周知させてい

ただいて、今現在も学校の方でこれは導入しても

らっているものですので、導入に当たってはそう

いったお知らせが、こういったものがありますよ

ということで伝えていきたいと思っています。 

○長谷川たかこ委員 これ流山は１校１４万円なの

ですが、足立区は無料だったり、それとあと１４

万円か、どれぐらいの値段なのか、あとこれはど

ういうところから経費が出ているのか教えていた

だけますでしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 無償版と、それから有

償版ということであれば、有償版になると１０万

円ほどのソフトを購入することになります。イン
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ストール版と、ＣＤになっているものですので、

それをパソコンにインストールする形になります。 

  予算については、今、学校★★配付予算で各学

校が必要に応じて導入しているという形になりま

す。 

○長谷川たかこ委員 そうすると、他校もこれ導入

したいと思えば全校でやることは可能ということ

でよろしいですか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 インストールしている

足立区のパソコン環境で動くことは分かっていま

すので、あとは校内予算、学校の予算の範囲にな

ってしまいますけれども、できれば、どの学校で

もできるシステムではあります。 

○長谷川たかこ委員 そうすると補正予算とか組ま

ずにやろうと思えばできるシステムで、区の方で

お声掛けすればすぐにでもできる取組ということ

でよろしいでしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 形というよりか、仕組

み的にはできます。ただ、あとこのソフトが実際

学校によって使い勝手がいいものかどうかという

のは、それぞれ学校によって考え方もありますし、

先生方の判断もありますので、その辺はうちの方

で一律に使ってという形ではできるものではない

と考えています。 

○長谷川たかこ委員 有償、無償ということは、シ

ステムがちょっと、それぞれ学校によって違う、

入れているシステムが違うということではないで

すか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 同じものをもともとお

試し版という形で無償で使えます。その先にもう

ちょっとお金を払えば、こういった機能もありま

すよというような形で使えるようになります。 

○長谷川たかこ委員 こちらの足立区が入れている

のは１０万円ということで、流山市より４万円安

いのですけれども、こちらに関しては模擬試験の

ような分析、個人成績表の分析結果というのも出

るのでしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 観点別の評価、点数の

分けとか分析もできるようなっていますので、そ

の辺はできます。 

○長谷川たかこ委員 是非、来年度、区として検証

をしていただいて、いいものだという御判断であ

れば、学校の先生方の働き方改革につながってい

くので全校導入していただきたいと思いますが、

まずは中学校からでいいと思いますので、いかが

でしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 先ほど申しましたよう

に、それぞれ学校の考え方もあるとは思うのです

けれども、同じソフトをまずはお試し版というこ

とで使えるものでありますから、お試し版で使っ

てみてよかったらという形で声掛けはしていきた

いと思います。 

○長谷川たかこ委員 声掛けとかだと、結構ばらば

らになっちゃうと思うのです。流山市は来年度か

ら全校一律で、働き方改革という観点から補正予

算を組んでこれをやるというふうに銘打っている

のですけれども、足立区の方では各学校の自主性

に任せてみたいな感じになると、なかなか一気に

は進まないと思うのです。 

  なので、是非、やっている学校がもう８校もあ

るわけですから、来年度検証していただいて、い

いものであれば全校に入れるというような意気込

みでやっていただきたいと思いますが、せっかく

おおぐろの森中学校を視察されたので、教育長い

かがでしょうか。 

○教育長 すみません、私もまだ実物を見ておりま

せんで、今後全校導入するということになれば、

やはり校長会の先生方にも見ていただいて、実際

に使ってもらっていいのかどうかというのを実感

しないと、入れてもらったはいいけれども、使わ

ないということではもったいないと思いますので、

校長会と相談しながら進めていきたいというふう

に思います。 

○長谷川たかこ委員 まず無償版、無償でできると
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いうことなので、教育長の方でも音頭取りをして

いただき、おおぐろの森の方ではやられていて、

来年度は流山市は全中学校補正予算を付けてこれ

を入れるということなので、働き方改革にもつな

がるわけですから来年度どうぞよろしくお願いい

たします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 それでは、その他に移ります。 

  何かございますか。 

○長谷川たかこ委員 端的に、予算審議で時間がな

くてできなかったのですけれども、区民の方から

御相談が入っておりまして、それが、化学物質過

敏症についてです。小学生のお子さんが、今、化

学物質過敏症で悩まれていて、親御さんも同じな

のですが、今年に入ってから週に２、３日はお休

みされているという状況なのです。最近は土日で

体調を回復して平日学校に出て、でも週末にかけ

てだんだんと症状が何か蓄積されて、ぱたっと倒

れてしまうような状況が続いているというお話が

入っております。 

  この化学物質過敏症というのは目に見えるもの

ではないので、なかなか皆さん意識はされないと

思うのですが、この相談を受けて、私も妊娠した

ときにホルモンのバランスが変わって、ちょっと

した匂いでも敏感になってしまって具合悪くなっ

たりとかというのもあって、皆さん何かしらある

と思うのです経験は、だけれども目に見えないも

ので一過性だったりすると、何か、そういうもの

なのかなみたいな、あまり意識しないで過ごして

いる部分があるかと思うのですが、今、これでと

ても悩んでいらっしゃる、現に区民の小学生のお

子さんがいらっしゃるという状況で御相談はさせ

ていただいておりますが、親御さんの方から、こ

ういう部分の周知啓発という部分でポスターとか

は何か貼っていただくというような話はいただい

ているけれども、是非学校とか保育園とか、そう

いうところの空気の測定というのをちょっとして

みていただけないですかというお話も先日いただ

いているのですけれども、いかがでしょうか。 

○学務課長 今、おっしゃられていた香りについて

のいろいろなアレルギーのようなものがあるとい

うことについて文科省を通じて学務課にポスター

も来ておりまして、各学校に配布をしております。

データなのですけれども配布をしておりまして、

各校で周知をしたりですとか、保護者にお知らせ

するというようなことをやっております。 

  空気測定については、なかなか、今、難しいか

なというふうに考えているのですけれども、もし

そういう症状のあるお子様については保健調査票

のその他欄に記載をしていただくことで各校で把

握もできますし、養護教諭、学務課等と一緒に対

応してまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○長谷川たかこ委員 予算審議で保健調査票につい

て提案しようと思っていて時間がなくてできなか

ったのですけれども、今まで保健調査票の方に化

学物質過敏症についての欄というのは全くない状

況なので、今回の件を受けて是非、来年度から、

保健調査票の中に化学物質過敏症の欄を設けて、

お子さんたちがどういう状況なのかというのを親

の方に視覚化で見えるような形で記載をお願いし

たいと思います。いかがでしょうか。 

○学務課長 保健調査票のその他欄なのですけれど

も、ほかにも様々なアレルギーですとか、気にな

ることをお伝えしたいという保護者の方がいらっ

しゃいますので、何でも書けるような形で引き続

きやっていくことで、化学物質アレルギーのお子

様についてもそこに記載していただくことで把握

ができるのではないかということで、特に限定し
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てというふうにはまだ考えていないのが現状です。 

○長谷川たかこ委員 文言をちょっと書いていただ

くところで、多分、親御さん意識すると思うので

す。先ほども申しましたように、目に見えないこ

となので、私も相談を受けるまでは本当に自分自

身も一過性でも、それは体験していたことだった

のですが、やっぱりそういうところというのは親

は見過ごしてしまうと思うのです。ましてや小さ

いお子さんを育てていると、複数子どもがいたり

すると、分かっていてもやっぱりスルーしてしま

ったりするので、是非何か文言として一言書いて

いただくと、いただかないとでは全く違ってくる

ので、書いていただきたいなと思いますが、いか

がでしょうか。 

○学務課長 保健調査票ではないのですけれども、

そういうことでお困りの方がいる学校については、

それぞれで保護者に周知するなどの対応も、今、

していただいているところですし、例えば給食の

白衣なんかも、そういうお子さんの困り事という

ことであれば、学務課の方から学校又は保護者の

方に周知をして、そういうことで困っている方が

いますよというような形で周知をしたいと考えて

おります。 

○長谷川たかこ委員 困っている人がいる場合には

だと、なかなかそれは探し出せないと思うのです。

皆さん悩んでいるけれども、それの原因が分から

ない。この親御さんもそうだったのです。 

  なので、今、白衣の件がありましたけれども、

それも予算審議で言おうと思って、兵庫県宝塚市

で香害の取組が先進的に進んでいて、白衣はそう

いうお子さんに関しては自主的に自分のものを持

ってきてくださいということなので、足立区でそ

ういう取組してくださいという提案をしたいとい

うことでお話はさせていただいていたのですけれ

ども、待っているだけじゃ駄目なのです。皆さん

だから、子育てというのはすごく毎日が怒濤の時

間を過ごしているので、そういう目に見えない過

敏症とかは見過ごしちゃうわけです。だからこの

お母様からの訴えは、やっぱり見過ごしちゃうか

ら、そうじゃなくて意識的に親が理解できるよう

に明確に視覚化して、それを周知啓発して、どこ

かしら、やっぱりそれで問題を抱えているお子さ

んはいるはずだから、親の意識をもっと促してく

ださいということをおっしゃっているのですが、

それで親御さんたちのそういう柔軟剤の匂いとか、

そういうことで苦しむお子さんをこれからで出さ

せないための予防策にもなるから、それをきちん

と全小・中学校、それから保育園に関しても徹底

的に文言化して周知啓発をしてほしいというのが

親御さんの御要望なのですが、いかがでしょうか。 

○学務課長 繰り返しになってしまいますけれども、

文科省から化学物質アレルギー、香害と呼ばれる

ものだと思うのですけれども、そちらについての

ポスターなどもいただいていて、これを各全校に

お送りしていますので、そういったものを通じて

周知啓発ということをしてまいりたいと考えます。 

○長谷川たかこ委員 申し訳ないです。それでポス

ターに関しては、私が学務課長にお話しするまで

は学校は貼られていなかったということなのです。

なので、何か学校によってもだから、役所の皆さ

んは、やっていらっしゃると思っていらっしゃる

と思うのですが、実際現場に行くと、それが周知

啓発がきちんと成されていないという現状がこの

事例だけでなく、いろいろなところで発達障がい

も含めていろいろ出ていることなので、是非、や

っていますということだけじゃなくて現場へ行っ

て本当にやっているかどうかのチェック、本当に

きちんと貼られているのか、それがきちんと親御

さんたちにもちゃんと浸透しているのか、親御さ

んがおっしゃるには、そこで「大丈夫ですか」と

言ってくださる先生の体からも柔軟剤の匂い出て

いて、子どもが苦しいと言っていますという声が

入っているので、是非そこを徹底していただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 
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○教育長 まだまだ学校で、香害、香りの害につい

て周知徹底が行き届いてないというような状況も、

今、御指摘いただきましたので、新年度に入りま

してから校長会等を通じて、そういうことで苦し

んでらっしゃる方がいるのですよということは、

まずは周知をさせていただきたいというふうに思

います。 

○長谷川たかこ委員 教育長がおっしゃっていただ

いたので、期待しておりますので、是非よろしく

お願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 先ほど、たがた委員に

御質問いただきました義務教基金の取崩しですけ

れども、２２億７，０００万円ということで、３

年度から５年度、審議のときにお答えできずに大

変申し訳ありませんでした。 

○吉田こうじ委員長 ありがとうございます。 

  他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 なしと認めます。 

  以上で文教委員会を閉会いたします。 

午後４時３５分閉会 


